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研究ノート

第
二
節
企
業
住
宅
の
場
合

補
節
国
防
省
(
等
)
の
居
住
面
積
確
保
と
軍
勤
務
者
へ
の
住
居
供
与
(
以

上
、
本
号
)

第
二
章

住
居
利
用
権
取
得
手
続

ソ
ビ
エ
ト
市
民
が
自
ら
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
固
有
住
宅
の
住
居
利
用

権
を
取
得
す
る
に
は
、
次
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。

川
登
録
↓
供
与
者
リ
ス
ト
の
作
成
↓
供
与
と
い
う
手
続
を
経
由
し

て
の
取
得
ω
住
居
交
換
に
よ
る
取
得

本
章
で
は
、
山
の
過
程
を
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合
と
企
業
住
宅
の

場
合
に
分
け
て
解
説
す
る
。

ωに
つ
い
て
は
、
固
有
住
宅
の
住
居
利
用
権

が
取
得
さ
れ
た
後
の
、
し
た
が
っ
て
、
住
居
賃
貸
借
契
約
締
結
後
の
契
約

内
容
の
変
更
の
一
種
で
あ
る
の
で
次
章
で
扱
う
。
な
お
、
本
章
の
最
後
で

補
節
と
し
て
国
防
省
等
の
機
関
の
居
住
面
積
確
保
と
軍
勤
務
者
へ
の
住
居

供
与
に
つ
い
て
触
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
す
る
の
は
、
行
論
上

の
便
宜
も
あ
る
が
、
国
防
省
の
住
宅
フ
ォ
ン
ド
が
固
有
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の

な
か
で
特
殊
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
国
防
省
機
関
の
居
住
面
積
確
保
と
軍

勤
務
者
へ
の
住
居
供
与
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
お
よ
び
企
業
住
宅
の
両

方
に
影
響
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

第
一
節

地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合

付
登
録
手
続

地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
利
用
権
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
市
民
は
、
「
居
住

条
件
の
改
善
を
必
要
と
す
る
市
民
」
と
し
て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会

に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
基
礎
円
・

1
)
。
「
立
退
に
伴
う
住
居

の
供
与
」
(
次
章
)
等
、
と
く
に
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、

右
登
録
が
な
さ
れ
て
い
な
い
市
民
に
住
居
は
供
与
さ
れ
得
な
い
(
ロ
シ
ア

規
則
犯
)
。

川
登
録
申
請

市
民
が
、
「
居
住
条
件
の
改
善
を
必
要
と
す
る
市
民
L

と
し
て
登
録
さ
れ

る
た
め
の
手
続
は
、
市
民
に
よ
る
申
請
か
ら
は
じ
ま
る
(
ロ
シ
ア
規
則
ロ
)
。

受
理
さ
れ
た
申
請
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
も
と
に
つ
く
ら
れ

北法37(3・72)334



(
1
)
 

る
「
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る
社
会
的
委
員
会
」
に
よ
っ
て
点
検
さ
れ
る
(
同

日)。

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

こ
の
委
員
会
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
副
議
長
を
議
長
と
し
、

労
働
組
合
評
議
会
議
長
を
副
議
長
と
し
て
、
さ
ら
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
代

議
員
、
社
会
的
組
織
お
よ
び
労
働
集
団
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
委
員

会
の
構
成
委
員
お
よ
び
委
員
会
の
活
動
手
続
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委

員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則
5
・
2
)
。

「
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る
社
会
的
委
員
会
」
に
よ
る
申
請
内
容
の
点
検

項
目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
申
請
者
が
現
在
居
住
し
て

い
る
住
居
は
い
か
な
る
機
関
に
帰
属
し
て
い
る
か
(
地
方
ソ
ビ
エ
ト
か
、

省
庁
か
、
住
宅
建
設
協
同
組
合
か
、
個
人
所
有
か
)
、
②
何
部
屋
か
ら
構
成

さ
れ
、
③
そ
れ
ぞ
れ
何
平
方
米
か
、
④
部
屋
は
独
立
し
て
い
る
か
隣
接
し

て
い
る
か
、
⑤
何
階
建
て
の
建
物
の
何
階
に
あ
る
か
、
⑥
建
物
の
状
態
(
石

造
か
木
造
か
、
老
朽
化
し
て
い
る
か
、
な
ど
て
⑦
フ
ラ
ッ
ト
は
一
家
族
で

使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
二
以
上
の
家
族
で
使
用
さ
れ
て
い
る
か

(
1
「共

同
住
居
」
か
否
か
)
、
⑧
部
屋
の
明
暗
、
乾
湿
、
⑨
設
備
状
況
(
上
下
水
道

は
あ
る
か
、
暖
房
設
備
、
浴
室
は
あ
る
か
、
な
ど
て
以
上
少
な
く
と
も
九

項
目
に
わ
た
っ
て
点
検
が
な
さ
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則
・
付
表
二
号
)
。

こ
れ
ら
の
点
検
を
経
た
の
ち
、
「
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る
社
会
的
委
員
会
L

は
、
当
該
申
請
市
民
を
登
録
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
登
録
申
請
に
か
ん
し
て
、
従
来
(
旧
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
|

|
一
九
六
四
年
二
月
六
日
採
択
|
|
)
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、

「
独
自
の
住
宅
フ
ォ
ン
ド
を
有
さ
ず
、
ま
た
住
宅
建
設
を
行
な
っ
て
い

な
い
企
業
・
施
設
・
組
織
の
労
働
者
4

職
員
の
居
住
場
所
亡
例
居
住
面
積

受
け
と
り
の
た
め
の
登
録
申
請
は
、
勤
務
先
に
提
出
さ
れ
、
労
働
組
合
工

場
委
員
会
の
住
宅
l
生
活
小
委
員
会
に
よ
っ
て
点
検
さ
れ
る
。
点
検
資
料

に
も
と
づ
き
企
業
・
施
設
・
組
織
の
管
理
当
局
お
よ
び
工
場
委
員
会
は
勤

労
者
代
議
員
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
対
し
従
業
員
を
登
録
す
る
よ

う
要
請

H
2
3雪
国
自
由
目
す
る
」
(
旧
規
則
叫
三
条
二
項
)
。
同
時
に
、
現
行

規
定
と
同
様
に
、
「
受
理
さ
れ
た
登
録
申
請
は
:
・
・
:
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る

社
会
的
委
員
会
に
よ
っ
て
入
念
に
検
討
さ
れ
る
」
(
旧
規
則
三
条
一
項
)
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
従
来
の
登
録
手
続
で
は
、
第
一
に
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執

行
委
員
会
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
場
合
(
居
住
場
所
で
の
登
録
)
で
あ
っ
て

も
、
市
民
は
企
業
の
労
働
組
合
の
機
関
に
登
録
申
請
を
お
こ
な
う
と
さ
れ

て
い
た
。
第
二
に
、
住
宅
l
生
活
小
委
員
会
の
点
検
、
企
業
の
管
理
当
局
、

工
場
委
員
会
に
よ
る
要
請
と
い
う
形
で
、
登
録
の
可
否
に
つ
い
て
企
業
側

の
一
定
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
『
が
働
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

北法37(3・73)335

こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
規
定
で
は
旧
規
則
三
条
一
項
の
如
き
規
定
を
置



研究ノート

く
の
み
で
あ
る
。
こ
の
ち
が
い
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
。
少
な
く

と
も
規
定
の
文
言
を
み
る
限
り
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
登
録
さ

れ
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
側
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
が
発
揮
さ
れ
る

余
地
は
な
く
な
っ
た
、
と
理
解
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
現
行
〈
ロ
シ
ア
規

則
〉
は
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
権
限
を
強
化
す
る
、

い
わ
ば
、
部
門
原
埋
か
ら
地
域
原
理
へ
の
一
定
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
規
定
の
文
言
の
変
化
の
み
か
ら
、
そ
こ
ま
で
言
い
切
っ
て
し

ま
う
の
は
や
や
性
急
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
九
五
七
年
七
月
三
一

日
決
定
ご
章
)
以
降
の
一
連
の
法
令
の
な
か
で
、
省
庁
フ
ォ
ン
ド
住
宅

(
5
)
 

の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
漸
次
的
移
管
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
統

一
注
文
者
と
な
っ
て
住
宅
建
設
を
推
進
す
る
と
い
う
方
法
の
拡
大
・
定
着
、

と
い
う
二
つ
の
方
針
が
一
貫
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
方
針
は
、

い
ず
れ
も
、
住
宅
の
建
設
・
分
配
・
管
理
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
省
庁
な

い
し
は
企
業
が
も
っ
権
限
の
-
部
あ
る
い
は
全
部
を
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
移

す
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
か
ら

旧
規
則
三
条
二
項
の
如
き
文
言
が
取
り
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
右
三
つ
の

方
針
に
呼
応
す
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ω登
録
要
件

居
住
条
件
の
改
善
を
必
要
と
す
る
市
民
と
し
て
登
録
さ
れ
る
た
め
に
は
、

(

7

)

(

8

)

 

原
則
と
し
て
、
当
該
居
住
地
域
出
血
門

2
2
z
z出
口
苫
雪
に
恒
常
的
に
居
住
し

て
い
る
こ
と
が
必
須
条
件
と
さ
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則

8
・
1
)
O
「
恒
常
的

(9) 

居
住
」
は
居
住
者
登
録
証
昌
吉
田
門

E
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

市
民
は
、
右
の
必
須
条
件
を
満
た
し
、
さ
ら
に
〈
ロ
住
却
〉
の
定
め
る

次
の
六
つ
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
た
場
合
、
「
居
住
条
件
改
善
必
要

者
」
と
し
て
登
録
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
文
言
上
の
若
干

の
修
正
は
あ
る
も
の
の
旧
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
と
実
質
的
に
か
わ
る
と
こ
ろ

カ
な
し
①
家
族
構
成
員
一
人
あ
た
り
の
居
住
面
積
が
、
自
治
共
和
国
大
臣
会
議
、

道
・
州
・
モ
ス
ク
ワ
市
・
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
執

行
委
員
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
規
準
を
下
回
っ
て
い
る
市
民

②
所
定
の
衛
生
的
・
技
術
的
要
求
に
応
え
て
い
な
い
住
居
(
家
屋
)
に

居
住
し
て
い
る
市
民

③
一
つ
の
フ
ラ
ッ
ト
で
共
同
で
居
住
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
よ
う

な
慢
性
病
の
重
症
患
者
が
家
族
構
成
員
の
中
に
お
り
、
か
っ
、
複
数
の
家

族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ッ
ト
に
居
住
し
て
い
る
市
民

④
親
族
関
係
の
な
い
二
以

k
の
家
族
が
、
隣
接
し
て
独
立
し
て
い
な
い

部
屋
に
居
住
し
て
い
る
住
居
に
、
居
住
し
て
い
る
市
民

⑤
季
節
労
働
者
、
一
時
的
労
働
者
、
期
限
っ
き
労
働
契
約
に
も
と
づ
い

て
労
働
し
て
い
る
者
、
な
ら
び
に
教
育
と
関
連
し
て
入
居
し
て
い
る
者
を

除
く
、
寮
に
居
住
し
て
い
る
市
民

北法37(3・74)336



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

⑥
固
有
住
宅
フ
ォ
ン
ド
な
ら
び
に
社
会
的
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の
家
屋
の
転

借
入
と
し
て
、
あ
る
い
は
住
宅
建
設
協
同
組
合
の
家
屋
ま
た
は
個
人
的
所

有
権
に
も
と
づ
き
市
民
に
帰
属
し
て
い
る
家
屋
に
お
い
て
、
賃
借
入
と
し

て
、
長
期
間
居
住
し
、
か
っ
、
他
に
居
住
面
積
を
有
し
て
い
な
い
市
民

こ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
、
最
も
一
般
的
・
包
指
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
の
意
味
で
最
も
重
要
な
の
は
、
①
で
あ
る
。
以
下
、
①
で
定
め
ら
れ

た
規
準
面
積
を
「
登
録
規
準
面
積
」
と
よ
ぶ
。

こ
の
登
録
規
準
商
積
は
、
当
該
地
域
に
お
い
て
現
に
保
障
さ
れ
て
い
る

平
均
居
住
面
積
、
居
住
に
適
さ
な
い
住
居
に
居
住
し
て
い
る
市
民
の
数
、

住
宅
建
設
計
画
、
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の
減
価
償
却
、
老
朽
家
屋
の
取
り
壊
し

の
必
要
、
等
を
考
慮
し
た
う
え
で
定
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
登
録
規

準
面
積
は
、
住
宅
建
設
計
画
が
首
尾
よ
く
実
現
さ
れ
、
当
該
地
域
に
お
い

て
現
に
保
障
さ
れ
て
い
る
平
均
居
住
面
積
が
向
上
す
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ

て
漸
次
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

登
録
規
準
面
積
の
具
体
的
設
定
に
つ
い
て
は
、
〈
基
礎
日
・

3
〉
に
よ
り

連
邦
構
成
共
和
国
の
法
令
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
共
和
国
で
は
、

ロ
シ
ア
共
和
国
同
様
、
行
政
機
関
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

ト
ル
ク
メ
ン
、
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
の
三
共
和
国
で
は
ソ
ビ
エ
ト

(
l立

法
機
関
)
自
身
が
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
(
出
。

さ
て
、
モ
ス
ク
ワ
市
の
場
合
、
〈
モ
ス
ク
ワ
凶
〉
に
よ
れ
ば
、
登
録
規
準

面
積
は
一
人
あ
た
り
五
平
方
米
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ロ
シ
ア
共
和
国

の
場
合
、
居
住
面
積
規
準
(
本
節
目
参
照
)
が
従
来
の
一
人
あ
た
り
九
平

方
米
(
ロ
住
お
)
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
登
録
規
準
面

積
も
引
き
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
居
住
面
積
規
準

の
設
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
諸
事
由
は
、
登
録
規
準
面
積
設
定
の
際
の
そ

れ
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
基
礎
〉
の
採
択
に
よ
り
、
登
録
規
準
を
下
回
っ
て
い
る
限
り
、
登
録

申
請
者
お
よ
び
そ
の
家
族
構
成
員
が
い
か
な
る
住
宅
フ
ォ
ン
ド
に
居
住
し

て
い
て
も
登
録
さ
れ
る
、
こ
と
と
な
っ
(
問
。
こ
れ
は
、
住
宅
建
設
協
同
組

合
住
宅
に
組
合
員
と
し
て
入
居
し
て
い
る
者
、
個
人
所
有
住
宅
に
所
有
者

と
し
て
居
住
し
て
い
る
者
は
、
健
康
状
態
や
子
ど
も
が
多
い
等
の
特
殊
な

事
情
が
あ
る
場
合
に
の
み
例
外
的
に
登
録
さ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
従
来

の
規
定
(
モ
ス
ク
ワ
国
)
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
有
住
宅
の
利
用
権
を
取
得
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず

居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、

ソ
連
の
よ
う
に
住
宅
が
不
足
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
、
登
録
さ
れ
る

た
め
に
故
意
に
自
ら
の
居
住
条
件
を
悪
化
さ
せ
る
行
為
に
出
る
者
が
生
じ

る
こ
と
は
半
ば
避
け
難
い
。
悪
化
行
為
の
態
様
と
し
て
は
、
住
居
交
換
・

分
割
・
個
人
所
有
家
屋
の
譲
渡
、
住
宅
建
設
協
同
組
合
か
ら
の
脱
退
、
住

宅
の
破
壊
あ
る
い
は
毅
損
、
等
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
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ウ
ズ
ベ
ク
・
ト
ル
ク
メ
ン
・
モ
ル
ダ

ヴ
ィ
ア
・
エ
ス
ト
ニ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
各
共
和
国
の
住

宅
法
典
で
は
、
右
行
為
者
を
居
住
条
件
悪
化
行
為
の
時
か
ら
五
年
間
登
録

(
日
)

し
な
い
、
と
す
る
趣
旨
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
ロ
シ
ア
共
和
国
の
住
宅

(
凶
)

法
典
に
は
、
何
故
か
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
。
あ
る
論
者
は
、
ま
だ
多

く
の
市
民
が
居
住
条
件
の
改
善
を
必
要
と
し
て
い
る
現
時
点
で
は
、
居
住

面
積
の
公
正
な
分
配
を
保
障
す
る
た
め
に
、
憲
法
上
の
住
宅
に
対
す
る
権

利
を
濫
用
す
る
市
民
と
の
闘
争
を
強
化
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
、

と
し
、
故
意
に
よ
る
居
住
条
件
悪
化
行
為
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
定

(口)

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
立
法
の
不
備
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

登
録
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
注
意
し
て
お
き
た
い
重
要
な
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
既
に
示
し
た
登
録
要
件
を
満
た
し
て
い
な
く
と
も
登
録
さ
れ
る

一
連
の
市
民
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
登
録
に
お
け
る
特
典
享

有
者
と
呼
ば
れ
る
。
い
か
な
る
市
民
に
特
典
を
与
え
る
か
は
地
方
ソ
ビ
エ

ト
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
(
ロ
シ
ア
規
則
7
)
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は

〈
モ
ス
ク
ワ
〉
を
み
て
み
よ
う
。
〈
モ
ス
ク
ワ
〉
に
よ
れ
ば
、
次
の
五
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
が
、

居
住
条
件
の
悪
化
行
為
に
対
し
て
、

一
般
的
登
録
要
件
を
満
た
さ
な
く
と
も
登
録
さ

れ
得
る
。

①
「
共
同
住
居
」
に
居
住
し
、
か
っ
一
人
あ
た
り
九
平
方
米
未
満
の
居

住
面
積
を
占
有
し
て
い
る
大
祖
国
批
判
の
身
体
障
害
者
(
モ
ス
ク
ワ

3
)

②
勤
労
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
に
お
い
て
積
極
的
に
自
ら
の
能
力
を
発

揮
し
、
か
つ
「
共
同
住
居
」
に
居
住
し
、
居
住
面
積
が
一
人
あ
た
り
七
平

方
米
未
満
の
大
祖
国
戦
争
参
加
者
(
同
5
)

③
「
共
同
住
居
」
に
居
住
し
て
い
る
大
祖
国
戦
争
の
参
加
者
で
あ
る
と

こ
ろ
の
独
身
女
性
(
同
6
)

④
二
ハ
歳
未
満
の
子
ど
も
が
三
人
以
上
い
て
、
独
立
の
住
居
が
保
障
さ

れ
て
お
ら
ず
、
家
族
構
成
員
一
人
あ
た
り
七
平
方
米
未
満
の
居
住
面
積
を
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占
有
し
て
い
る
市
民
(
同
8
)

⑤
双
生
児
が
誕
生
し
た
家
族
で
、
双
生
児
誕
生
の
日
か
ら
一
年
間
一
人

あ
た
り
七
平
方
米
未
満
の
居
住
面
積
を
占
有
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
「
共

同
住
居
」
に
居
住
し
て
い
る
市
民
(
同
9
)

以
上
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
は
、
第
一
に
、
一
人
あ
た
り
の
居
住

面
積
が
五
平
方
米
を
越
え
て
も
登
録
さ
れ
る
点
で
、
ま
た
第
二
に
、
「
共
同

住
居
」
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
登
録
さ
れ
る
点
で
、
一
般
市
民
よ

り
も
優
遇
さ
れ
て
い
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
一
般
的
登
録
要
件
に
よ
れ

ば
、
た
ん
に
「
共
同
住
居
」
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
登
録
さ

れ
な
い
。

問
登
録
決
定

「
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る
社
会
的
委
員
会
」
ぽ
、
登
録
申
請
者
が
、
右

に
述
べ
た
一
般
的
登
録
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
特
典
享



有
者
た
り
う
る
か
ど
う
か
検
討
し
、
そ
の
結
果
、
登
録
す
べ
き
で
あ
る
と

判
断
す
る
と
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
対
し
、
当
該
市
民
を
登
録

す
る
よ
う
提
案
す
る
(
ロ
シ
ア
規
則
日
)
。
こ
の
提
案
自
体
は
法
的
拘
束
力

を
も
た
な
い
が
、
登
録
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
検
討
は
右
社

会
的
委
員
会
で
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
通
常
は
、
事
実
上
、

右
提
案
を
も
っ
て
登
録
の
可
否
が
決
ま
る
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
右

提
案
を
う
け
た
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
登
録
決
定
あ
る
い
は
登
録

拒
絶
決
定
を
下
す
が
、
そ
の
際
、
右
社
会
的
委
員
会
が
必
ず
参
加
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
参
加
の
も
と
に
合
議
制
の
原
則
に
よ
り
決
定
が
下
さ

れ
る
。
社
会
的
委
員
会
の
参
加
の
な
い
公
務
員
だ
け
で
な
さ
れ
た
決
定
は

違
法
と
さ
札
利
。

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

登
録
す
る
か
否
か
の
検
討
期
間
は
、
登
録
申
請
の
受
理
か
ら
一
カ
月
間

で
、
決
定
内
容
は
書
面
に
よ
り
市
民
に
通
知
さ
れ
る
(
ロ
住
但
)
。

住
居
は
、
登
録
決
定
が
下
さ
れ
、
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
順
に
供
与
さ

れ
る
(
ロ
住
犯
・

1
)
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
が
一
言
え
る
の
は
、
同
一
登

録
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
市
民
の
範
囲
に
お
い
て
で
あ
る
。
実
は
、
登
録

簿
に
は
二
種
類
あ
る
(
ロ
住
お
・

2
)
。
一
般
被
登
録
者
用
の
も
の
と
「
第

一
順
位
権
者
L

用
の
も
の
で
あ
る
。
第
一
順
位
権
者
と
は
、
住
居
供
与
に

お
い
て
優
先
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
市
民
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ひ
と
つ
で
、
具
体

的
に
は
〈
基
礎
却
〉
に
定
め
ら
れ
て
い
る
(
詳
し
く
は
伺
)
。
し
た
が
っ
て
、

居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
市
民
に
、
最
終
的
に
ど
の
よ

う
な
順
番
で
供
与
さ
れ
る
か
は
、
当
該
年
次
の
住
宅
分
配
計
画
作
成
の
段

階
で
一
般
被
登
録
者
と
寸
第
一
順
位
権
者
」
と
し
て
の
被
登
録
者
の
比
率

を
い
か
に
定
め
る
か
を
決
定
し
た
あ
と
で
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

こ
の
過
程
は
、
登
録
手
続
の
次
の
過
程
で
あ
る
。

登
録
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
四
月
一
日
ま
で
の
期
間
に
、
地
方
ソ
ビ

エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
FO

更
新
の
過
程
で
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
、
執
行
委
員
会
は
、
被
登
録
市
民
の
居
住
条
件
を
補
足
的
に
点

検
す
る
(
ロ
シ
ア
規
則
凹
)
。

凶
登
録
抹
消

居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
一
旦
登
録
さ
れ
た
市
民
は
、
法
律
に
定

め
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
登
録
か
ら
抹
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
登
録
が

抹
消
さ
れ
る
の
は
次
の
場
合
で
あ
る
(
ロ
住
ロ
)
。

①
登
録
後
に
、
居
住
条
件
が
改
善
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
住
居
供
与
の
た

め
の
根
拠
が
な
く
な
っ
た
場
合

②
恒
常
的
居
住
の
た
め
に
他
の
居
住
地
へ
転
出
し
た
場
合

③
登
録
の
根
拠
と
な
っ
た
居
住
条
件
の
改
善
必
要
性
に
つ
い
て
、
事
実

と
合
致
し
な
い
情
報
を
提
出
文
書
に
記
載
し
た
場
合

④
登
録
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
際
し
公
務
員
の
違
法
行
為
が
あ
っ
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以
上
四
つ
の
場
合
に
は
奇
録
が
抹
消
さ
れ
る
。

登
録
か
ら
の
抹
消
は
、
登
録
決
定
を
下
し
た
機
関
、
す
な
わ
ち
地
方
ソ

ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
、
の
決
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
も
「
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る
社
会
的
委
員
会
」
の
提
案
が
必
要
と
さ
れ

る
(
ロ
シ
ア
規
則
却
)
。
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
、
登
録
か
ら
抹
消

さ
れ
た
市
民
に
対
し
、
そ
の
旨
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
ロ
住
詑
)
。

同
住
居
供
与
者
リ
ス
ト
の
作
成

地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
、
毎
年
、
国
民
経
済
発
展
計
画
が
承

認
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
年
の
住
宅
分
配
計
画
を
作
成
す
る
(
モ
ス
ク
ワ
担
)
。

そ
の
際
、
次
の
よ
う
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
考
慮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
新

築
住
宅
数
、
人
口
移
動
、
登
録
さ
れ
て
い
る
市
民
の
数
お
よ
び
家
族
構
成
、

取
り
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
老
朽
家
屋
に
居
住
し
て
い
る
市
民
の
数
、

分
配
過
程
に
お
い
て
特
典
を
享
有
す
る
諸
々
の
市
民
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
お
よ

び
そ
の
数
、
等
々
で
あ
る
。

い
か
な
る
市
民
が
特
典
を
享
有

一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ソ
連
社
会

は
い
ま
だ
に
住
宅
不
足
を
克
服
し
き
れ
な
い
社
会
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

一
こ
こ
で
、
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

社
会
に
生
き
る
市
民
|
|
と
り
わ
け
居
、
住
条
件
の
さ
ら
な
る
向
上
を
め
ざ

そ
う
と
す
る
市
民
1

1

に
と
っ
て
、
い
か
な
る
市
民
が
特
典
を
享
有
す
る

か
と
い
う
問
題
は
、
重
要
な
利
害
関
心
の
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
い
か
な
る
市
民
が
優
先
的
に
取
扱
わ
れ
る
か
。
次
の
二
つ
に
大

別
で
き
る
。
「
第
一
順
位
」
で
住
居
を
供
与
さ
れ
る
市
民
|
|
以
下
、
た
ん

に
第
一
順
位
権
者
と
よ
ぶ
|
|
と
「
順
番
を
待
た
ず
に
」
供
与
さ
れ
る
市

民
で
あ
る
。
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第
一
順
位
権
者
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
市
民
で
あ
る
(
基
礎
却
)

0

①
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
な
ら
び
に
死
亡
ま
た
は
行
方
不
明
と
な

っ
た
兵
士
(
パ
ル
チ
ザ
ン
)
の
家
族
、
お
よ
び
所
定
の
手
続
で
そ
れ
と
同

視
さ
れ
る
(
都

②
ソ
連
邦
見
艇
、
社
会
主
義
労
働
見
脚
、
お
よ
び
栄
誉
動
…
艶
・
労
働
栄

誉
勲
章
・
「
軍
務
報
国
」
勲
章
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
勲
て
二
、
三
等
を
授
与
さ
れ

た
者③
所
定
の
手
続
で
認
定
さ
れ
る
疾
病
リ
ス
(
同
一
に
掲
げ
ら
れ
た
あ
る
種
の

慢
性
難
病
に
権
患
し
て
い
る
者

④
国
内
戦
お
よ
び
大
祖
国
戦
争
の
時
期
な
ら
び
に
そ
の
他
の
ソ
連
邦
防

衛
上
の
軍
事
作
戦
の
時
に
出
動
命
令
の
出
て
い
る
軍
隊
の
中
に
い
た
者
、

圏
内
戦
お
よ
び
大
祖
国
戦
争
の
パ
ル
チ
ザ
ン
、
な
ら
び
に
ソ
連
邦
軍
事
作

戦
に
参
加
し
た
そ
の
他
の
者

⑤
第
一
級
、
第
二
級
身
体
障
主
判
官



⑥
国
家
的
ま
た
は
社
会
的
義
務
の
遂
行
、
人
命
救
助
、
社
会
主
義
的
所

有
な
ら
び
に
法
秩
序
の
防
衛
に
か
ん
す
る
ソ
連
邦
市
民
の
義
務
の
遂
行
の

際
、
死
亡
し
た
者
の
家
族
、
お
よ
び
生
産
現
場
で
事
故
死
し
た
者
の
家
族

⑦
生
産
分
野
で
長
期
間
誠
実
に
働
い
た
労
働
者
・
札
一
則

⑧
「
母
親
英
雄
L

札
制
を
授
与
さ
れ
た
母
親
、
子
だ
く
さ
ん
の
(
秘
憾
な

ら
び
に
独
身
の
母

⑨
双
生
児
が
誕
生
し
た
家
族

以
上
九
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
が
「
第
一
順
位
権
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
連
邦
お
よ
び
連
邦
構
成
共
和
国
は
、
法
令
に
よ
っ
て
、
他
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
市
民
に
も
第
一
順
位
権
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
基
礎
却
・

2
J
。

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

以
上
の
第
一
順
位
権
者
を
グ
ル
ー
プ
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
ソ
連
邦
の

防
衛
に
貢
献
し
た
者
(
①
②
④
)
、
経
済
・
社
会
・
文
化
の
発
展
に
貢
献
し

た
者
(
②
)
、
職
務
遂
行
に
忠
実
・
誠
実
で
あ
っ
た
者
(
②
⑥
⑦
)
、
子
ど

も
の
多
い
家
族
(
⑧
⑨
)
、
身
体
障
害
者
な
い
し
は
病
人
(
①
③
⑤
)
が
優

遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
子
ど
も
の
多
い
家
族

と
身
体
障
害
者
、
病
人
を
除
い
た
市
民
は
、
「
社
会
的
に
有
用
な
活
動
し
を

行
な
っ
た
者
と
、
理
解
さ
れ
て
い
問
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
第
一
順
位
権
者
は
|
|
第
-
一
順
位
権
と
い
う
呼

称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
が
|
|
戦
争
参
加
者
を
除
き

〈
基
礎
〉
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
た
も
の
で
は
な
い
。
大
祖
国
戦
争
の

身
体
障
害
者
お
よ
び
大
祖
国
戦
争
で
死
亡
し
た
兵
士
の
家
族
に
つ
い
て
は
、

既
に
一
九
四
五
年
九
月
一
二
日
付
人
民
委
員
会
議
決
裂
お
よ
び
一
九
六
五

年
三
一
月
六
日
付
ソ
連
邦
大
臣
会
議
乱
世
で
彼
ら
に
優
先
的
に
住
居
が
供
与

さ
れ
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
各
種
「
英
雄
L

「
勲
章
ー
」
を
授
与
さ
れ
た

者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寸
英
雄
」
「
勲
章
」
の
設
置
を
定
め
た
幹
部

会
令
に
お
い
て
、
病
気
擢
患
者
お
よ
び
戦
争
と
は
関
係
の
な
い
身
体
障
害

者
に
つ
い
て
は
、
結
核
に
関
し
一
九
六

O
年
一

O
月
七
日
付
ロ
シ
ア
共
和

国
大
臣
会
議
札
制
に
お
い
て
、
結
核
以
外
の
病
気
・
身
体
障
害
に
関
し
〈
モ

ス
ク
ワ
日
〉
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
生
産
分
野
で
長
期
間

誠
実
に
働
い
た
労
働
者
・
職
員
」
と
い
う
表
現
は
見
当
ら
な
い
が
、
ほ
ぼ

そ
れ
に
相
当
す
る
規
定
が
旧
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
に
見
ら
れ
る
。
「
子
だ
く
さ

ん
の
家
族
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
六
年
一
一
月
二
三
日
付
ウ
ク
ラ
イ
ナ

共
和
国
最
高
ソ
ビ
エ
ト
幹
部
会
令
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
に
お
け
る
居
住

面
積
の
分
配
手
続
規
程
L

第
一
七
条
に
「
三
人
以
上
子
ど
も
の
い
る
家
族
し

と
い
う
表
現
が
丸
認
。
双
生
児
が
誕
生
し
た
家
族
の
優
先
に
つ
い
て
は
、

〈
モ
ス
ク
ワ

9
〉
に
{
疋
め
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
〈
基
礎
加
〉
が
列
挙
し
て
い
る
第
一
一
順
位
権
者
は
、
戦
争

参
加
者
を
除
き
何
ら
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
戦
争
参
加
者
に
つ
い
て
も
、

法
令
上
の
根
拠
は
な
い
が
、
住
居
供
与
実
務
に
お
い
て
は
戦
争
に
参
加
し
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た
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
事
実
上
か
な
り
有
利
に
働
い
た
と
い
う
指
摘
が

あ
出
。
し
た
が
っ
て
、
〈
基
礎
〉
は
既
に
行
な
わ
れ
て
い
た
実
務
を
追
認
し

た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
点
で
も
新
し
さ
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
〈
基
礎
却
〉

が
第
一
順
位
権
者
を
列
挙
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
従
来
共
和
国
や
地
方
の

レ
ベ
ル
で
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
政
府
決
定
の
レ
ベ
ル
で
定

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
初
め
て
連
邦
の
レ
ベ
ル
で
、
か
つ
法
律
と
し
て

定
め
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
あ
る
論
者
は
、
住

居
供
与
順
位
の
遵
守
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
り
、
行
政
に
対
す
る
監
督
が

よ
り
容
易
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
い
出
。

三
と
こ
ろ
で
、
〈
基
礎
却
〉
の
列
挙
す
る
第
一
順
位
権
者
は
一
般
の
被
登

録
市
民
と
比
べ
て
ど
の
程
度
優
遇
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
、
す
な
わ
ち
共
和
国
レ
ベ
ル
の
法
令
に
お
い
て

も
何
ら
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
州
、
市
ソ
ビ
エ
ト
の
レ
ベ
ル
で

定
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
断
片
的
に
し
か
わ
か

ら
な
い
が
、
た
と
え
ば
モ
ス
ク
ワ
市
で
は
、
一
九
八
二
年
五
月
一

O
日
付

モ
ス
ク
ワ
市
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
・
モ
ス
ク
ワ
市
労
働
組
合
評
議
会
共

同
決
定
に
よ
り
、
大
祖
国
戦
争
の
第
一
級
、
第
二
級
身
体
障
害
者
、
大
祖

国
戦
争
の
参
加
者
、
「
母
親
英
雄
」
称
号
を
授
与
さ
れ
た
婦
人
、
双
生
児
が

誕
生
し
た
家
族
、
四
人
以
上
子
ど
も
の
い
る
家
族
、
結
核
患
者
等
の
慢
性

難
病
擢
患
者
に
は
、
登
録
後
一
年
以
内
に
住
居
が
供
与
さ
札
出
。
〈
基
礎
却
〉

の
列
挙
す
る
他
の
第
一
順
位
権
者
に
は
別
の
期
間
内
に
住
居
が
供
与
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
被
登
録
市
民
を
モ
ス
ク
ワ
市
の
現
行
規
定
が
ど

の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
従
来
の
規
定
、
す
な
わ
ち
〈
モ

ス
ク
ワ
〉
に
お
い
て
は
、
一
般
被
登
録
市
民
に
つ
い
て
、
二
疋
年
数
以
内

に
、
あ
る
い
は
一
定
年
数
経
過
後
に
住
居
が
保
障
さ
れ
る
と
す
る
規
定
は

存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
九
八
二
年
五
月
以
前
の
モ

ス
ク
ワ
で
は
、
一
般
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
市
民
は
、
何
年
で
も
住
居
供

与
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
右
一
九
八
二
年
五
月
一

O
日
決
定
で
い
か
な

る
変
化
が
あ
っ
た
か
あ
る
い
は
な
か
っ
た
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

因
に
、
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
の
市
民
は
登
録
後
一
年
以
内
に
住
居

が
保
障
さ
れ
る
と
す
る
現
行
の
モ
ス
ク
ワ
市
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
従
来

の
住
居
保
障
期
間
を
大
幅
に
短
縮
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
従
来
最
も
保

障
期
聞
が
短
か
っ
た
「
軍
事
上
の
義
務
遂
行
の
際
、
ま
た
は
そ
れ
が
原
因

で
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
者
」
に
お
い
て
も
、
「
第
一
級
身
体
障
害
者
の
場

合
|
|
登
録
後
一
年
経
過
後
に
、
同
じ
く
第
二
級
の
場
合
|
|
登
録
後
二

年
経
過
後
に
、
同
じ
く
第
三
級
の
場
合
|
|
登
録
後
二
三
年
経
過
後
に
L

(
傍
点
引
用
者
)
住
居
が
保
障
さ
れ
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
現
行
規
定
に
お
い
て
一
般
被
登
録
者
の
保
障
期
間
に
つ
い
て
何
ら

手
当
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
第
一
順
位
権
者
と
一
般
被
登
録
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録
者
の
聞
の
格
差
は
、
少
な
く
と
も
法
令
の
上
で
は
さ
ら
に
広
が
っ
た
こ

と
に
な
る
。

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

以
上
は
モ
ス
ク
ワ
市
の
例
で
あ
る
が
、
ク
ラ
ス
ノ
ダ
l
ル
新
の
語
録
・

供
与
規
則
(
一
九
八
四
年
二
一
月
二
六
日
採
択
)
を
素
材
に
住
宅
供
与
の

あ
り
方
を
検
討
し
た
論
文
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ク
ラ
ス
ノ
ダ
l
ル
で
は
「
一
般
リ
ス
ト
の
期
間
の
四
分
の
一
以
上
の
期
間

が
経
過
し
た
時
、
彼
ら
〔
第
一
順
位
権
者
〕
に
居
住
面
積
が
供
与
さ
れ
る
す

こ
の
箇
所
の
意
味
を
い
か
に
理
解
す
る
か
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
い

と
恩
わ
れ
る
が
、
ひ
と
つ
の
読
み
方
と
し
て
は
、
ク
ラ
ス
ノ
ダ

1
ル
で
は
、

一
般
の
被
登
録
市
民
に
も
住
居
保
障
期
聞
が
あ
る
が
、
第
一
順
位
権
者
は

そ
の
期
間
の
四
分
の
一
の
期
間
で
住
居
が
供
与
さ
れ
る
、
と
読
む
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
モ
ス
ク
ワ
市
の
場
合
と
比
較

す
る
と
き
、
一
般
の
被
登
録
市
民
に
も
住
居
保
障
期
聞
が
定
め
ら
れ
て
い

(
特
)

る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
特
徴
と
し
て
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。

さ
て
、
以
上
モ
ス
ク
ワ
と
ク
ラ
ス
ノ
ダ
l
ル
の
例
を
示
し
た
が
、
い
ず

れ
も
限
ら
れ
た
地
域
の
事
柄
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
第
一
順
位

権
者
が
一
般
の
被
登
録
市
民
と
比
較
し
て
ど
の
程
度
優
先
す
る
の
か
と
い

う
問
題
へ
の
一
般
的
解
答
を
引
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
敢
え
て
言

う
と
す
れ
ば
次
の
二
つ
の
こ
と
が
言
え
よ
う
か
。

第
一
に
、
一
般
の
被
登
録
市
民
に
は
住
居
保
障
期
聞
が
定
め
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
、
第
一
順
位
権
者
に
は
そ
れ
が
定
め
ら
れ
て

いヲ匂。

一
般
の
被
登
録
市
民
の
た
め
に
住
居
保
障
期
間
が
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
で
も
、
第
一
順
位
権
者
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
「
か
な
り
早
く
」

住
居
が
供
与
さ
れ
る
。

四
で
は
、
〈
基
礎
却
〉
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
第
一
順
位
権
者
の
そ
れ
ぞ
れ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
相
互
間
に
お
け
る
優
劣
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
モ
ス
ク
ワ
市
で
は
、
八
二
年
五

月一

O
日
決
定
に
よ
り
、
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
、
大
祖
国
戦
争
の

参
加
者
等
に
は
登
録
後
一
年
以
内
に
住
居
が
供
与
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
第

一
順
位
権
者
に
は
別
の
期
間
内
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
、
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
モ
ス
ク
ワ
市
に
お
い
て
は
、
〈
基
礎
却
V

に

列
挙
さ
れ
て
い
る
第
一
順
位
権
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
、

一
定
の
優
劣
関
係
が
存
す
る
わ
け
で
あ
却
。
し
か

L
、
こ
の
よ
う
な
実
務

に
対
し
て
は
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
論
者
は
、
住
居
供
与
機
関

(
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
、
省
庁
、
企
業
、
社
会
的
組
織
)
は
、
特

定
年
度
に
お
け
る
居
住
面
積
分
配
計
画
の
策
定
に
お
い
て
、
〈
基
礎
却
〉
の

列
挙
す
る
第
一
順
位
権
者
の
う
ち
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
を
他
に
優

先
さ
せ
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
「
〈
基
礎

却
〉
に
示
さ
れ
て
い
る
市
民
は
皆
、
第
一
順
位
で
居
住
面
積
を
受
け
取
る

第
二
に
、
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こ
と
に
対
し
て
平
等
の
権
利
を
有
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、

「
こ
れ
ら
の
市
民
〔
l
第
一
順
位
権
者
〕
に
対
す
る
居
住
面
積
供
与
順
位

を
、
登
録
さ
れ
た
時
期
に
し
た
が
っ
て
で
は
な
く
、
〔
た
と
え
ば
〕
〈
基
礎

加
〉
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
市
民
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
順
序
で
定
め
る
と
い
う
こ

(
臼
)

と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
は
、
八
二
年

の
モ
ス
ク
ワ
市
の
決
定
は
、
〈
基
礎
却
〉
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
第
一

順
位
権
者
相
互
の
優
劣
関
係
が
、
特
定
年
度
に
限
ら
れ
て
お
ら
ず
固
定
化

さ
れ
て
い
る
点
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

五
次
に
、
「
順
番
を
待
た
ず
に
」
住
居
が
供
与
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
い
う
「
順
番
を
待
た
ず
に
」
と
い
う
こ
と
の

意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
順
番
待
ち
リ
ス
ト
に
載
る
こ
と
な
く
。
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
の
登
録
を
経

(
日
)

由
す
る
こ
と
な
く
住
居
が
供
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
順
番

を
待
た
ず
に
」
住
居
が
供
与
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
居
住
条
件
改
善
必
要

者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
市
民
に
の
み
住
居
が
供
与
さ
れ
る
と
い
う
ソ

ビ
エ
ト
住
宅
法
の
原
則
(
基
礎
四
・

1
)
の
例
外
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
次

の
よ
う
な
場
合
に
、
「
順
番
を
待
た
ず
に
」
住
居
が
供
与
さ
れ
る
。

①
天
災
に
よ
り
住
居
が
居
住
に
適
さ
な
く
な
っ
た
場
ム

T
l右
住
居
の
居

住
者
に
(
ロ
住
幻
・

1
号
)

②
元
々
居
住
し
て
い
た
住
居
か
ら
養
育
の
た
め
に
国
家
児
童
施
設
、
あ
る

い
は
親
族
、
後
見
人
、
監
護
人
の
も
と
へ
引
き
と
ら
れ
て
い
っ
た
者
の
養

育
期
限
が
到
来
し
た
が
、
元
々
居
住
し
て
い
た
住
居
が
返
還
さ
れ
得
な
い

場
合
|
|
養
育
期
限
が
到
来
し
た
者
に
(
ロ
住
幻
・

2
号
)

③
違
法
な
有
罪
判
決
の
結
果
、
住
居
利
用
権
を
喪
失
し
た
正
問
に
対
し
、

従
来
利
用
権
を
有
し
て
い
た
家
屋
が
取
り
壊
さ
れ
た
り
、
他
の
市
民
に
所

定
の
手
続
に
よ
り
供
与
さ
れ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
住
居
を
返
還
し
得
な

く
な
っ
た
場
合
|
|
違
法
な
有
罪
判
決
を
受
け
た
右
市
民
に
(
ロ
シ
ア
規
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則
M
m
)

④
教
育
・
文
化
・
保
健
・
商
業
・
生
活
上
の
サ

1
ヴ
イ
ス
・
裁
判
所
・
検

察
の
施
設
、
お
よ
び
国
家
統
計
機
関
、
職
業
・
技
術
教
育
に
か
ん
す
る
ソ

連
邦
国
家
委
員
会
シ
ス
テ
ム
の
、
都
市
の
職
業
・
技
術
学
校
、
ソ
連
邦
陸

海
空
軍
義
勇
協
力
会
の
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
組
織
、
な
ら
び
に
区
の
中
心
地

お
よ
び
農
村
地
域
に
あ
る
通
信
企
業
、
の
労
働
に
配
属
さ
れ
る
若
い
専
門

家
き
き
旨
巾
門
口
市
民
間
白
』

1
日
目
に
供
与
さ
れ
る
べ
き
省
庁
住
宅
が
な
い
場
合
|

|
右
若
い
専
門
家
に
(
ロ
シ
ア
規
則
幻
・

2
)

地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
、
「
順
番
待
ち
を
さ
せ
る
こ
と
な
く
」
住
居

を
供
与
す
る
。
ま
た
、

⑤
居
住
条
件
の
改
善
を
必
要
と
す
る
三

O
歳
未
満
の
初
婚
の
夫
婦
に
は
、

最
低
限
度
と
し
て
一
部
屋
が
供
与
さ
れ
、
第
一
子
が
誕
生
し
た
場
合
に
は

婚
姻
締
結
後
最
初
の
三
年
間
一
部
屋
の
フ
ラ
ッ
ト
が
供
与
さ
れ
る
(
ロ
シ



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

ア
規
則
お
・

1
)

以
上
を
み
る
と
、
①

1
④
に
つ
い
て
は
、
順
番
を
待
た
ず
に
住
居
が
供

与
さ
れ
る
と
い
う
規
定
が
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
も
本
人
の
責
に
帰
す
こ
と

の
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
い
わ
ば
か
宿
無
し
。
状
態
に
陥
る
危
険
が
あ

る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
①

1
④
は
、
緊
急
的
措
置
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
⑤
は
、
住
居
の
緊
急
的
供
与
が
な
け
れ
ば
、
た

し
か
に
極
め
て
劣
悪
な
条
件
に
陥
る
場
合
で
は
あ
る
が
、
そ
の
適
用
さ
れ

る
場
合
が
三

O
歳
未
満
の
初
婚
の
夫
婦
、
あ
る
い
は
第
一
子
が
誕
生
し
た

場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
緊
急
的
措
置
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
人
口
政
剰
を
反
映
し
た
規
定
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
順
番
を
待
た
ず
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
場
合
は
、
以
上
①
1
⑤

に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
第
一
順
位
権
者
の

場
合
と
同
様
に
、
〈
ロ
住
幻
〉
三
号
で
、
連
邦
お
よ
び
ロ
シ
ア
共
和
国
は
、

自
ら
の
定
め
る
法
令
に
よ
っ
て
順
番
を
待
た
ず
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
他

の
場
合
を
定
め
得
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

き
て
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
、
以
上
に
述
べ
た
第
一
順
位
権

者
、
順
番
を
待
た
ず
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
市
民
の
数
、
お
よ
び
本
款
の

は
じ
め
に
述
べ
た
そ
の
他
の
諸
フ
ァ
ク
タ
ー
を
考
慮
し
つ
つ
、
各
年
度
の

住
居
分
配
計
画
を
た
て
る
。
こ
の
際
も
登
録
手
続
同
様
「
住
宅
問
題
に
か

ん
す
る
社
会
的
委
員
会
」
が
参
加
す
る
。
策
定
さ
れ
た
計
画
に
も
と
づ
き

当
該
年
度
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
被
登
録
者
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
、
市
民

に
公
開
さ
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則
幻
)
。

同
住
居
供
与
手
続

住
居
供
与
手
続
と
は
、
特
定
の
市
民
に
特
定
の
住
居
を
供
与
す
る
手
続

で
あ
る
。
こ
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
た
め
に
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委

員
会
が
供
与
の
客
体
と
し
て
の
住
宅
の
業
務
管
理
権
を
有
し
て
い
る
と
い

う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
二
つ
の
条
件
が
と

と
の
っ
た
時
点
で
、
供
与
手
続
が
開
始
さ
れ
る
。
第
一
は
、
住
宅
建
設
の

注
文
者
と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
き
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
請

負
人
か
ら
建
設
さ
れ
た
家
屋
の
引
き
渡
し
を
受
け
る
こ
と
で
あ
(
問
、
第
二

は
、
住
宅
利
用
管
理
署
か
ら
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
一
部
局
で

あ
る
と
こ
ろ
の
住
宅
登
録
・
分
配
課
が
、
市
民
が
転
出
し
た
こ
と
に
よ
り

特
定
の
住
居
が
明
け
渡
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
る
こ
と
で
あ

る。

ω供
与
決
定

以
上
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
と
、
「
住
宅
問
題
に
か
ん
す
る
社
会
的
委
員

会
」
は
住
居
が
供
与
さ
れ
る
べ
き
市
民
の
居
住
条
件
を
改
め
て
点
検
し
(
本

節
註

(
1
)
参
照
)
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
対
し
当
該
市
民
へ
の

供
与
決
定
を
下
す
よ
う
提
案
す
る
(
ロ
シ
ア
規
則
担
)
。
こ
の
提
案
に
も
と
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研究ノ)卜

づ
き
、
右
社
会
的
委
員
会
の
参
加
の
も
と
で
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会

が
供
与
決
定
を
下
す
。

供
与
の
際
に
は
、
次
の
五
つ
の
条
件
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
市
民
に
対

し
供
与
さ
れ
る
居
住
面
積
は
、
連
邦
構
成
共
和
国
の
定
め
る
最
低
供
与
面

積
以
上
で
、
同
じ
く
連
邦
構
成
共
和
国
の
定
め
る
居
住
面
積
規
準
以
下
の

範
囲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
供
与
さ
れ
る
べ
き
面
積
の

範
囲
の
設
定
は
、
連
邦
構
成
共
和
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

は
〈
基
礎

9
v
の
五
号
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条

は
、
「
住
宅
諸
関
係
の
ソ
連
邦
の
権
限
外
の
規
制
領
域
に
お
い
て
、
以
下
の

こ
と
を
連
邦
構
成
共
和
国
の
管
轄
と
す
る
」
と
し
て
、
そ
の
五
号
に
「
居

住
条
件
の
改
善
を
必
要
と
し
て
い
る
市
民
の
登
録
、
住
居
の
供
与
な
ら
び

に
そ
の
使
用
手
続
の
設
定
」
と
規
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
供
与
さ
れ

る
べ
き
面
積
に
か
ん
す
る
諸
規
準
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
の
設
定
を
共

和
国
に
委
ね
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
供
与
さ
れ
る
べ
き
面
積
の
上
限
で

あ
る
居
住
面
積
規
準
は
、
〈
基
礎

n
・
1
〉
に
よ
り
、
「
一
人
あ
た
り
九
平

方
米
を
下
回
ら
な
い
広
さ
で
、
連
邦
構
成
共
和
国
の
法
令
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
共
和
国
の
権
限
に
限
定
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
、

ロ
シ
ア
共
和
国
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
み
て
み
よ

，っ。
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最
低
供
与
面
積
に
つ
い
て
は
、
八
ロ
シ
ア
規
則
的
目
・

2
〉
で
次
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
住
居
は
、
自
治
共
和
国
大
臣
会
議
、
道
・
州
・
モ
ス
ク
ワ
市
・
レ
ニ

ン
グ
ラ
ー
ド
市
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
一
人
あ
た
り
の
広
さ
に
従
っ
て
、
市
民
に
供
与
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
〔
そ

の
面
積
は
〕
自
治
共
和
国
・
道
・
州
・
モ
ス
ク
ワ
市
・
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド

市
の
居
住
地
域
に
お
け
る
固
有
住
宅
フ
ォ
ン
ド
な
ら
び
に
社
会
的
住
宅
フ

ォ
ン
ド
の
家
屋
に
お
い
て
現
に
保
障
さ
れ
て
い
る
平
均
居
住
面
積
を
下
回

っ
て
は
な
ら
な
い
」
。

し
た
が
っ
て
、
最
低
供
与
面
積
の
具
体
的
数
値
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の

レ
ベ
ル
の
決
定
を
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
が
、
序
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

現
在
こ
の
レ
ベ
ル
の
官
報
を
系
統
的
に
入
手
で
き
な
い
た
め
、
数
値
を
確

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
章
二
節
で
行
な
っ
た
推
定
が
正
し
い
と
す

れ
ば
、
モ
ス
ク
ワ
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
お
い
て
は
、
一
人
あ
た
り
七
平

方
米
か
ら
九
平
方
米
の
問
に
最
低
供
与
面
積
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
(
一
章
二
節
註
(
日
)
参
照
)
。

こ
れ
に
対
し
、
供
与
さ
れ
る
面
積
の
上
限
で
あ
る
居
住
商
積
規
準
は
、

住
宅
法
典
で
二
人
あ
た
り
一
二
平
方
米
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(
ロ
住
犯
)
。

以
上
が
、
供
与
さ
れ
る
面
積
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
共
和
国
の
原
則
で
あ



る
が
、
例
外
的
に
こ
の
範
囲
を
こ
え
て
供
与
さ
れ
る
場
合
が
三
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
供
与
の
際
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
の
条
件
(
と
り

わ
け
、
後
述
の
第
五
の
条
件
)
を
満
た
す
た
め
に
居
住
面
積
規
準
を
こ
え

ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
は
、
右
規
準
を
こ
え
て
供
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(
印
)

な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
居
住
面
積
規
準
を
こ
え
た
追
加
面
積
利
用
権
を

有
す
る
市
民
に
供
与
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
(
い
か
な
る
市
民
が
こ
の
権
利

を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
次
章
参
照
)
。
も
っ
と
も
供
与
さ
れ
る
市
民
の
側

に
は
追
加
面
積
利
用
権
は
あ
っ
て
も
追
加
面
積
請
求
権
は
な
い
。
つ
ま
り
、

追
加
面
積
を
供
与
す
る
か
否
か
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
裁
量
に

(
引
)

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
か
供
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
μ

，
の
で
は
な
く
か
供
与
さ
れ
得
る
d

に
す
ぎ
な
い
。

第
二
に
、
原
則
と
し
て
一
家
族
に
対
し
独
立
し
た
一
フ
ラ
ッ
ト
を
供
与

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
基
礎
同
・

l
)
。
こ
の
原
則
が
ど
の
程
度
厳
格
に

(
臼
)

守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
隣
接
」
部

屋
l
非
独
立
の
部
屋
の
供
与
、
お
よ
び
一
家
族
用
に
設
計
さ
れ
た
フ
ラ
ツ

(ω) 

ト
へ
複
数
の
家
族
を
入
居
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

第
三
に
は
、
住
居
は
、
市
民
の
健
康
状
態
お
よ
び
他
の
注
目
に
値
す
る

事
情
を
考
慮
し
て
供
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
ロ
住

4
・
2
)
。
た
と

え
ば
、
身
体
障
害
者
や
病
人
に
供
与
す
る
場
合
に
は
、

レ
べ

l
タ
l
付
の
住
居
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
時
。

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

一
階
あ
る
い
は
エ

第
四
に
、
供
与
さ
れ
る
住
居
は
、
当
該
居
住
地
域
の
条
件
に
応
じ
て
設

備
の
撃
っ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
所
定
の
衛
生
的
・
技
術
的
要
求

に
応
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
基
礎
お
・

1
)
。

第
五
に
、
夫
婦
を
除
く
九
歳
以
上
の
男
女
が
同
一
の
部
屋
に
居
住
せ
ざ

る
を
得
な
い
よ
う
な
住
居
供
与
は
許
さ
れ
な
い
(
同
お
・

2
)
。
た
と
え
ば

夫
婦
と
九
歳
以
上
の
長
男
、
長
女
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
家
族
に
対
し
二
部

屋
し
か
な
い
フ
ラ
ッ
ト
を
供
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ω入
居
許
可
証
の
交
付

供
与
決
定
が
下
さ
れ
る
と
、
入
居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
る
(
基
礎
部
・

入
居
許
可
証
は
、
固
有
住
宅
お
よ
び
社
会
的
住
宅
に
入
居
す
る
た
め
の

「
唯
一
の
法
的
根
拠
」
と
な
る
文
豊
富
で
あ
る
(
同
右
)
。
こ
の
意
味
で
、
入

居
許
可
証
の
交
付
は
、
市
民
の
「
住
宅
に
対
す
る
権
利
」
の
実
現
過
程
に

お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

入
居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
は
、
憲
法
上
の
「
住
宅
に
対
す
る
権

利
」
は
、
い
ま
だ
「
潜
在
附
」
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
入

居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
権
利
は
は
じ
め
て
主
観

化
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
た
市
民
は
、
入
居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
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民
事
上
の
権
利
を
取
得
仁
持
。
こ
の
権
利
は
、
具
体
的
に
は
、
賃
貸
人
と

な
る
べ
き
他
方
当
事
者

(
l住
宅
利
用
管
理
署
)
に
対
す
る
住
居
賃
貸
借

契
約
締
結
請
求
権
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
住
宅
利
用
管
理
署
は
こ
の
請
求
を

拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
入
居
許
可
証
の
交
付
は
、
市
民

が
関
与
す
る
法
律
関
係
の
舞
台
を
行
政
的
法
律
関
係
か
ら
民
事
的
法
律
関

係
へ
移
行
さ
せ
る
、
い
わ
ば
。
転
轍
点
。
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。

入
居
許
可
証
の
交
付
が
市
民
の
住
宅
に
対
す
る
権
利
の
実
現
に
お
い
て
極

め
て
重
要
と
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
か
転
轍
u

機
能
は
、
権
利
救
済
の
場
面
に
お
い
て
さ

ら
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
序
章
に
お
い
て
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
ソ
ビ
エ
ト
で
は
民
事
上
の
権
利
が
発
生
し
て
い
な
い
限

り
、
法
的
利
益
の
救
済
を
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
登
録
要
件
を
満
た
し
て
い
る
に
も
拘
ら

ず
登
録
が
拒
絶
さ
れ
た
り
、
供
与
決
定
が
不
当
に
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で

も
、
入
居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
、
民
事
上
の
権
利
が

未
発
生
な
た
め
に
、
裁
判
所
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

(
犯
。
こ
の
段
階
で
は
、
行
政
的
救
済
|
|
代
表
的
な
も
の
は
、
上
級
機
関

へ
の
不
服
申
立
ー
ー
ー
に
頼
る
し
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

直
ち
に
、
ソ
ビ
エ
ト
で
は
行
政
的
法
律
関
係
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
た
法
的

利
益
の
救
済
が
制
限
さ
れ
て
い
る
、
と
結
論
で
き
る
か
ど
う
か
は
ひ
と
つ

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
は
四
章
で
検
討
さ
れ
る
。

入
居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
民
事
上
の
権
利
が
い
ま
だ

発
生
し
な
い
段
階
の
権
利
救
済
の
概
要
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
入
居
許

可
証
が
一
旦
交
付
さ
れ
る
と
状
況
は
一
変
す
る
。
す
な
わ
ち
、
入
居
許
可

証
が
交
付
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
住
居
供
与
機
関
の
供
与
決
定
は
|
|
そ
れ

が
適
法
な
も
の
で
あ
れ
、
違
法
な
も
の
で
あ
れ
|
|
供
与
機
関
に
よ
り
取

り
消
さ
れ
う
る
。
こ
の
取
消
に
よ
り
、
入
居
許
可
証
交
付
の
根
拠
が
な
く

な
る
の
で
、
民
事
上
の
権
利
が
発
生
す
る
可
能
性
も
ま
た
閉
ざ
さ
れ
る
|

|
取
消
が
違
法
な
場
合
に
は
、
行
政
手
続
で
救
済
を
求
め
る
こ
と
に
な
る

|
|
。
だ
が
、
入
居
許
可
証
が
交
付
さ
れ
る
と
、
た
と
え
違
法
な
供
与
決

定
(
登
録
さ
れ
て
い
な
い
市
民
に
供
与
決
定
が
下
さ
れ
た
、
供
与
の
際
に

守
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
が
守
ら
れ
て
い
な
い
、
地
方
ソ
ビ

エ
ト
執
行
委
員
会
が
管
轄
権
を
も
た
な
い
住
居
に
供
与
決
定
が
下
さ
れ
た
、

等
)
に
も
と
づ
い
て
交
付
さ
れ
た
場
合
で
も
、
供
与
決
定
を
取
り
消
す
だ

け
で
は
、
入
居
許
可
証
の
効
力
に
は
何
ら
の
影
響
も
与
え
な
い
。
供
与
決

定
の
取
消
と
い
う
行
政
行
為
に
よ
っ
て
は
既
に
発
生
し
た
民
事
上
の
権
利

を
変
動
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
事
上
の
権
利
の
存
否

は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

違
法
な
供
与
決
定
に
も
と
づ
い
て
交
付
さ
れ
た
入
居
許
可
証
が
無
効
と
さ

れ
る
た
め
に
は
、
入
居
許
可
証
無
効
確
認
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
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同

8

ら
な
凶
(
基
礎
部
・

4
1

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

入
居
許
可
証
の
交
付
を
う
け
る
際
、
市
民
は
、
以
下
の
文
書
を
地
方
ソ

ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
提
示
す
る
義
務
を
負
う
。
パ
ス
ポ
ー
ト
、
入
居
許

可
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
家
族
構
成
員
の
う
ち
成
年
(
一
八
歳
以
上
)
に

達
し
た
者
全
員
の
、
供
与
さ
れ
る
住
居
へ
入
居
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同

意
書
、
供
与
さ
れ
る
住
居
へ
入
居
す
る
こ
と
に
よ
り
明
け
渡
さ
れ
る
住
居

を
破
損
な
き
状
態
で
住
宅
利
用
管
理
署
に
引
き
渡
す
こ
と
に
つ
い
て
の
誓

約
書
で
あ
る
(
ロ
シ
ア
規
則

ω、
モ
ス
ク
ワ
日
)
。

と
こ
ろ
で
、
住
居
の
供
与
の
際
に
五
つ
の
条
件
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
必
ず
し
も
供
与
決
定
を
下
さ
れ
た
市
民
の
希
望
に
か
な
っ
た
住

居
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
供
与
さ
れ
る
住
居
を
嫌
い
、
入
居
許
可
証

の
受
領
を
拒
ん
だ
市
民
は
、
い
か
な
る
扱
い
を
う
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。

「
選
択
」
の
問
題
で
も
あ
る
。

〈
モ
ス
ク
ワ
引
〉
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
当
該
年
度
の
住
居
受
け
取
り
者
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
な
が

ら
、
本
規
程
に
定
め
ら
れ
た
規
準
に
合
致
す
る
設
備
の
と
と
の
っ
た
住
居

の
供
与
を
一
度
な
ら
ず
正
当
な
理
由
な
く
拒
絶
し
た
者
は
、
地
区
ソ
ビ
エ

ト
執
行
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
、
住
居
受
け
取
り
順
位
を
次
年
に
繰
り
こ

さ
れ
得
る
。
L

こ
の
規
定
は
、
当
該
年
度
に
は
供
与
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
一
定
の
制

裁
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
と
同
時
に
、
登
録
か
ら
抹
消
さ
れ
る
こ
と
な

く
次
年
に
再
び
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
住
宅
分
配

の
計
画
原
理
と
選
択
の
自
由
の
調
整
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
で
き

る。

ω住
居
賃
貸
借
契
約
の
締
結

市
民
に
と
っ
て
の
契
約
の
相
手
方

1
賃
貸
人
は
住
宅
利
用
管
理
署
で
あ

る
。
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
、
入
居
許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
市
民
は
、

供
与
さ
れ
る
住
居
を
管
理
す
る
住
宅
利
用
管
理
署
に
、
入
居
許
可
証
交
付

の
日
か
ら
三
乃
至
一

O
日
以
内
に
、
入
居
許
可
証
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
入
居
許
可
証
の
提
出
は
、
い
わ
ば
契
約
締
結
の
申
込
に
あ

た
る
行
為
で
あ
る
。
入
居
許
可
証
の
交
付
さ
れ
た
市
民
は
契
約
締
結
請
求

権
を
有
す
る
の
で
、
住
宅
利
用
管
理
署
は
契
約
締
結
を
拒
み
得
な
い
こ
と

は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
入
居
許
可
証
の
提
出
を
ヨ
け
た
住
宅
利

用
管
理
署
は
、
入
居
許
可
証
の
名
宛
人
た
る
市
民
と
の
間
で
、
書
面
に
よ

る
住
居
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
(
基
礎
加
・

1
)
。
提
出
さ
れ
た
入
居
許

可
証
は
、
住
宅
利
用
管
理
署
に
保
管
さ
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則
日
)
。

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
叙
述
の
な
か
で
た
び
た
び
登
場
し
た
住
宅
利
用

管
理
署
に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
加
え
本
節
を
終
わ
り
た
い
。

住
宅
利
用
管
理
署
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
従
属
す
る
が
、
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ホ
ズ
ラ
ス
チ
ヨ

1
ト

経
済
計
算
制
に
も
と
づ
い
て
活
動
す
る
独
立
の
法
人
で
あ
る
(
基
礎
日
・

1
)
。

住
宅
利
用
管
理
署
は
、
当
該
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
管
轄
す
る

地
域
内
に
い
く
つ
か
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
限
ら
れ
た
地
域
内
で
、
次
の

三
つ
の
機
能
を
果
す
。

第
一
に
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
賃
貸
人
と
な
る
。
あ
く
ま
で
も
賃
貸

人
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
住
宅
の
業
務
管
理
権
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
当
該
住
宅
を
と
り
こ
わ
し
、
別
の
住
宅
を
建
設
し
た
り
、
他

の
機
関
に
住
宅
を
譲
渡
し
た
り
す
る
権
利
は
な
い
。
こ
の
ふ
う
な
権
利
は
、

当
該
住
宅
に
対
し
て
業
務
管
理
権
を
有
す
る
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
帰
属
す
る
。

こ
の
よ
う
な
業
務
管
理
権
に
も
と
づ
き
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
か

ら
賃
貸
人
と
し
て
の
権
利
が
住
宅
利
用
管
理
署
に
賦
与
さ
れ
る
わ
け
で
あ

ヲ
匂
。

第
二
は
、
管
理
者
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
〈
基
礎
日
・

2
〉
に
は
、
次

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
宅
利
用
管
理
署
は
、
「
住
宅

フ
ォ
ン
ド
の
保
全
な
ら
び
に
そ
の
し
か
る
べ
き
利
用
、
市
民
へ
の
サ
1

ヴ

イ
ス
の
高
い
水
準
を
保
障
し
、
お
な
じ
く
住
居
の
使
用
規
則
、
住
宅
建
築

物
な
ら
び
に
住
宅
建
築
物
附
属
地
の
維
持
規
則
の
、
市
民
に
よ
る
遵
守
を

監
督
す
る
」
。

第
三
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
住
宅
関
連
部
局
の
従
属
機
関

と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
住
宅
利
用
管
理
署
が
管
理
す
る
住

宅
に
空
き
部
屋
な
い
し
空
き
フ
ラ
ッ
ト
が
で
き
た
場
合
、
執
行
委
員
会
の

住
宅
登
録
・
分
配
課
に
通
知
し
、
適
時
に
市
民
を
入
居
さ
せ
る
よ
う
促
す

(
モ
ス
ク
ワ
印
)
。

北法37(3・88)350

(
1
)

こ
こ
で
言
う
「
点
検
」
と
は
現
地
調
査
を
さ
す
。
な
お
、
後
述

す
る
供
与
決
定
直
前
に
行
な
わ
れ
る
「
点
検
」
も
同
様
で
あ
る
。

藤
田
勇
「
ソ
ビ
エ
ト
〔
の
団
地
管
理
〕
」
有
泉
亨
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
団
地
管
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
、
二
二
五

頁
参
照
。

(
2
)

あ
る
部
屋
A
か
ら
別
の
部
屋
B
を
通
過
し
な
い
限
り
、
当
該
フ

ラ
ッ
ト
の
外
あ
る
い
は
廊
下
な
ど
に
出
ら
れ
な
い
場
合
、
右
部
屋

A
は
か
隣
接
u

部
屋
と
さ
れ
る
。
逆
に

A
か
ら
別
の
部
屋
を
通
過

し
な
い
で
フ
ラ
ッ
ト
の
外
あ
る
い
は
廊
下
に
出
ら
れ
る
場
合
、

A

は
か
独
立
。
と
さ
れ
る
。

(3)

「
居
住
場
所
で
の
し
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
は
「
地
方
ソ
ビ
エ

ト
執
行
委
員
会
に
対
す
る
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
原
理
は
地
域
原
理
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
固
有
住
宅
の
住
居
利
用
権
取
得
手
続
に
お
い
て
「
居

住
場
所
」
の
対
概
念
と
な
る
の
は
、
「
勤
務
先
」
(
宮
内
2
0
宮
司
2
r乙

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
部
門
原
理
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

(
4
)
(
U
冨
浜
田
』
Z
E
E
C
由
「
弓
C
白
血
出
E
司
ミ
白
=
官
。
n
Y
0
5
ω
C
E
-
三
L
ミ
戸
門
・

申吋

H
C
吋・

(5)

寸
市
お
よ
び
市
内
区
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
の
基
本
的
権
利
・

義
務
に
つ
い
て
の
法
律
」
第
五
条
一
項
(
の
E
Z
白
R
A
V
E
Z
由
の
の
の
℃

叶・
7

門
・
巴
吋
)
、
〈
基
礎
4
・

3
〉
参
照
。

(6)

地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
統
一
注
文
者
と
な
っ
て
住
宅
建

設
を
行
な
っ
た
場
合
、
建
設
さ
れ
た
住
宅
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅

に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
こ
と
は
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
建
設
形
態
の
拡
大
・
定
着
を
提
唱
す
る
法
令
と
し
て

は
、
た
と
え
ば
、
一
九
五
七
年
七
月
三
二
日
決
定
第
七
条
(
一
章

参
照
)
、
「
中
央
集
権
的
基
本
投
資
の
計
画
化
と
建
設
タ
イ
ト
ル
・

リ
ス
ト
の
承
認
手
続
L

(

の
口
の
め
の
戸
E
R
-
Z
0
・
]
戸
2
ご
申
)

第
五
章
、
な
ら
び
に
[
|
厳
密
な
意
味
で
は
法
令
で
は
な
い
が

ー
ソ
連
邦
共
産
党
中
央
委
員
会
決
定
「
住
宅
お
よ
び
社
会

1
生
活

版
設
の
建
設
計
画
の
遂
行
を
保
障
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
(
合
-
E
E
B
V

Z↓
N

由
舎
内
凸
・
】
沼
お
)
余
9

昭…。

(
7
)

当
該
居
住
地
域
以
外
に
居
住
し
て
い
る
者
が
、
例
外
的
に
右
地

域
内
で
登
録
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
〈
ロ
シ
ア
規
則
8
・
2
〉
は
次

の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
企
業
・
施
設
・
組
織
で

長
期
間
誠
実
に
労
働
し
、
隣
接
す
る
他
の
居
住
地
域
に
居
住
し
、

か
つ
居
住
条
件
の
改
善
を
必
要
と
す
る
労
働
者
・
職
員
は
、
勤
務

先
で
登
録
さ
れ
得
る
」
。

(
8
)
ソ
ビ
エ
ト
の
土
地
法
上
の
概
念
で
あ
る
。
そ
の
名
が
示
す
と
お

り
、
市
民
の
居
住
、
市
民
の
生
産
活
動
そ
の
他
の
社
会
的
に
有
用

な
活
動
を
行
な
う
た
め
の
地
域
で
あ
る
。
の
ζ

・
口
3
0
4
国
・
吉
岡
田

〉
円
円
巾
阿
見
出
向
。
岡
田
「
・
〉
ニ
ロ
E
き
由
岳
民
宮
川
V
R
Z
Z
ω
巾
吉
川
LF
固
め
の
め
同
)
'

E
主
叫
三

-L・

=ι・‘

(9)

居
住
者
登
録
証
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
当
該
地
域
に

何
年
居
住
し
て
い
よ
う
が
、
そ
の
居
住
は
違
法
と
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
居
住
者
登
録
証
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
居
住
許
可
証
の

機
能
を
果
す
。
あ
る
地
域
か
ら
当
該
地
域
に
移
転
し
よ
う
と
す
る

場
合
、
当
該
地
域
に
居
住
面
積
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件

に
居
住
登
録
証
が
交
付
さ
れ
る
。
通
常
、
居
住
者
登
録
証
が
交
付

さ
れ
た
旨
は
、
満
一
六
歳
に
達
し
た
ソ
ビ
エ
ト
市
民
が
身
分
証
明

書
と
し
て
所
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
パ
ス
ポ
ー
ト

に
記
載
さ
れ
、
パ
ス
ポ
ー
ト
が
居
住
許
可
証
の
役
割
を
果
す
ο

な

お
、
パ
ス
ポ
ー
ト
制
度
、
居
住
者
登
録
証
に
つ
い
て
は
、
新
見
治

一
ョ
居
住
・
移
転
の
自
由
』
と
国
内
パ
ス
ポ
ー
ト
制
度
L

藤
田
勇

編
『
社
会
主
義
と
自
由
権
』
法
律
文
化
社
、
一
九
八
四
年
、
三
七

O
頁
、
三
九
一
一
良
以
下
、
参
照
。

(
刊

)
(
U
Z
斗

2
2
C出

5
・
穴
J
(
U
3
2
門
問
。
巾
E
Z
E
E
-
-
巾

ω
白
E
Z
C
』
田
↓
2
r
円
4
5
4
包
唱
]
申
立
岨
門

S
・

(
日
)
の
z・、H
，
S
由
民
巾

(
ロ
)
の
z
k
p
E
E
宣
告

E
・
E
・
-
出
E
z
-
-
2
Z
巾
R
C同
2
門
E
8
5
ω
=
Z
H

宮
内
=
ス
日
』
Z
甲
子
《
(
リ
C
Z
丹
、
『
門
R
C
巾
「
3

円
〕
九
回
目
百
円
↓
E
2
Z
ロ
百
曲
目
C
》
〔
同
白
』
巾
巾
い

《
の
円
J
Z
コ
》
〕
・
-
申
∞
k
F
4
Z
0
・
己
・
円
・
由
一
凶
・
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研究ノート

(
日
)
の
冨
・
、
H，c
H
g戸
吋
E
U・
2
4よ門

-g-
ま
た
、
」
H
z
g田
岡
田
出
回
国
J

目
。
宮
両
国
官
。
国
白
出
国
内
国
内
口
C』
E
曲
目
白
出
国
国
民
国
』
C出口』
C
E白』
Z-
《
の
叶
出
口
y

z
g・
2
岬

Y

〔』
E

2
ン
辺
司
自
富
田
(
呂
∞
印
)
〕
・
円
・
お
は
、
居
住
面

積
規
準
が
一
人
あ
た
り
九
平
方
米
か
ら
一
二
平
方
米
に
引
き
上
げ

ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
、
他
の
数
量
的
指
標
も
改
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

(
U
)

の
冨
・
切
白
門
出
回
目
。
・
寸
・
叱
門
戸
同
巾
岡
山
田
角
川
「
E
E
Z
4
Z
E
ω
由民
E
J
E

M
Z
b
z
E国
広
阿
国
古
田
国
「
古
田
出
向
同
g
w
《
の
吋
出
口
y
H
C∞
N
-
Z
0・
y
門・

5
・

(
日
)
の
冨
・
〉
E
E
E
S
E・
E
・
-
炭
E』
E
E
Z
E巾
5
h巾問門
E
2
5
ω
Z
E
H

宮
門
ロ
可
血
』
E
F
《
の
「
出
口

Y

S∞印噌

Z
0・
己
〔
泊
宮
内
巾
・
〉
Z同司国白
EC国

(]{申∞
A
F
)

〕w
円-∞印・

(
時
)
地
方
レ
ベ
ル
の
法
令
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ク
ラ
ス

ノ
ダ

l
ル
道
の
住
居
供
与
規
則
で
は
、
悪
化
行
為
の
態
様
に
応
じ

て
五
年
あ
る
い
は
一

O
年
の
あ
い
だ
登
録
が
な
さ
れ
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
の
Z
・
宍
『
且
盟
国
島
の
・
国
-
w

ロ
目
}
合
同
C

門↓曲目』巾
Z
国
内
一
民
国
』
C
出

E
C
E国
』
国
間
同
富
良
「
O

門吉田司門叶国巾
EZG「
C
E
c
a
E巾門司
a

国
g
z
c「C

M
R
E
Z
E
E
C『c
e
c
E
P
《
口
冨
回
。
国
2

2
田市
Y
冨
∞
印
-
Z
O
A
Y

門・∞印

(
口
)
(
リ
玄
〉
国
同
司
甲
山
由
国
C

国(凶器品)唱円・出品・

(
国
)
ソ
連
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
こ
と
を
寸
大
祖
国
戦
争
」
と

よ
ぶ
。

(
凹
)
の
豆
・
の
喜
E

E

∞-
P
-
Z
8足
。
園
田
』
甲
山
・
切
喝
の

2
0国
r
g
口・「・・

民国』国国岡田
C巾
ω白問。
zo』白
4
2
r
2図
。
回
の
の
の
℃

E
℃
の
A
V
の
℃
・
ョ
・
・

]{由由印.門・∞∞.

(
初
)
の
冨
・
」
阿
国
国
同
RCAT
の

-z--bE門出国」巾国岡司、岡
J
Zニ
⑤
巾
』
V
同
冨
白
出
〉

去
J

出内田』国同何回【)巾民国』
E
E
z
c
t
2
3
5
2
r
E
C巾
ω国問。
EC』白叶巾』『門寸回
0

・

H〈
E
g
w
E吋
印

w円
-
E
E・

(
幻
)
の
冨
・
、
『
白
冨
出
ク
門
・
同
日
ω
ム印申・

(
詑
)
「
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
」
「
死
亡
し
た
兵
士
(
パ
ル
チ
ザ

ン
)
の
家
族
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年
二
月

二
三
日
付
で
ソ
連
邦
大
臣
会
議
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
「
大
祖
国

戦
争
の
身
体
障
害
者
お
よ
び
死
亡
し
た
軍
勤
務
者
の
家
族
の
た
め

の
特
典
規
程
」
(
の
口
の
の
の
℃
w
E∞
Y
Z巾
H
N
・
2
・
ご
)
第
二
七
条

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
「
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障

害
者
」
と
は
、
大
祖
国
戦
争
の
時
期
に
、
戦
闘
地
域
・
前
線
の
線

路
区
・
海
軍
基
地
・
空
港
・
国
境
防
衛
施
設
に
お
い
て
受
け
た
傷

ま
た
は
病
気
に
よ
り
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
軍
勤
務
者
、
パ
ル
チ

ザ
ン
、
労
働
者
・
職
員
の
こ
と
を
さ
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
と
同
様

に
第
一
順
位
で
住
居
が
供
与
さ
れ
る
者
と
し
て
、
〈
ソ
連
邦
防
衛
そ

の
他
の
軍
事
上
の
職
務
遂
行
に
際
し
て
受
け
た
傷
が
原
因
で
身
体

障
害
者
に
な
っ
た
軍
勤
務
者
〉
、
〈
大
祖
国
戦
争
以
外
の
時
期
に
前

線
に
い
た
た
め
に
擢
思
し
た
病
気
が
原
因
で
身
体
障
害
者
に
な
っ

た
軍
勤
務
者
v
、
〈
圏
内
戦
の
パ
ル
チ
ザ
ン
の
身
体
障
害
者
〉
、
〈
職

務
上
の
義
務
遂
行
に
際
し
受
け
た
傷
が
原
因
で
身
体
障
害
と
な
っ

た
内
務
省
機
関
・
国
家
安
全
委
員
会
機
関
の
職
員
〉
、
〈
一
九
四
四

年
一
月
一
日
か
ら
一
九
五
一
年
一
二
月
三
二
日
ま
で
に
ウ
ク
ラ
イ

ナ
・
べ
ロ
ル
シ
ア
・
リ
ト
ワ
ニ
ア
・
エ
ス
ト
ニ
ア
・
ラ
ト
ヴ
ィ
ア

北法37(3・90)352



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

の
各
共
和
国
で
活
動
し
て
い
た
人
民
防
衛
部
隊
の
兵
士
・
司
令
官

で
、
職
務
遂
行
に
際
し
受
け
た
傷
が
原
因
で
身
体
障
害
と
な
っ
た

者
〉
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
死
亡
し
た
兵
士
(
パ
ル
チ
ザ

ン
)
の
家
族
L

と
い
う
と
き
の
「
兵
士
(
パ
ル
チ
ザ
ン
)
L

は
、
寸
大

祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
」
に
該
当
す
る
受
傷
あ
る
い
は
病
気
に

よ
り
死
亡
し
た
兵
士
、
パ
ル
チ
ザ
ン
、
軍
勤
務
者
の
こ
と
を
さ
す
。

な
お
、
「
行
方
不
明
に
な
っ
た
兵
士
(
パ
ル
チ
ザ
ン
)
の
家
族
」
に

つ
い
て
同
規
程
は
、
特
典
享
有
者
に
含
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
〈
基
礎
〉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
「
ソ
連
邦
英
雄
」
の
称
号
は
、
最
上
級
の
称
号
で
、
ソ
ビ
エ
ト
国

家
お
よ
び
社
会
に
対
す
る
、
英
雄
的
功
績
の
あ
る
個
人
的
、
集
団

的
貢
献
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
。
。
冨
・
の
回

Eω
白問
C
E
D
田
の
め
の
℃
↓
・

】唱門-品
ω吋・

(
剖
)
「
社
会
主
義
労
働
英
雄
」
の
称
号
は
、
経
済
建
設
お
よ
び
社
会
・

文
化
建
設
の
分
野
に
お
け
る
貢
献
に
対
す
る
最
高
の
称
号
で
、
特

別
に
秀
で
た
生
産
革
新
活
動
に
よ
っ
て
社
会
的
生
産
の
効
率
性
向

上
に
著
し
い
寄
与
を
し
た
者
、
お
よ
び
国
民
経
済
・
科
学
・
文
化

の
発
展
、
ソ
連
邦
の
威
信
と
名
誉
の
増
進
を
促
し
た
者
に
与
え
ら

れ
る
。
。
冨
・
の
回
C

』
ω
白
図
。
出
。
回
の
の
の
可
司
，

Y
円-
A
F

一巡・

(
お
)
「
栄
誉
勲
章
」
は
祖
国
防
衛
の
た
め
に
名
誉
あ
る
貢
献
か
つ
勇
気

あ
る
戦
功
を
発
揮
し
た
少
尉
富
島
民
田
町
』
巾
出
寸
巾
出
血
国
斗
以
下
の
軍
人
に

授
与
さ
れ
る
。
三
二
件
の
受
勲
対
象
行
為
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
燃
え
て
い
る
戦
車
の
中
に
あ
り
な
が
ら
戦
闘
任
務
を

遂
行
し
つ
づ
け
た
」
、
「
大
砲
あ
る
い
は
機
関
銃
の
発
射
に
よ
り
敵

の
飛
行
機
を
三
機
以
上
撃
墜
し
た
」
、
「
敵
の
将
校
を
捕
虜
と
し
て

個
人
的
に
逮
捕
し
て
き
た
」
、
「
一
連
の
戦
闘
中
敵
の
砲
撃
の
中
に

あ
っ
て
、
命
を
か
け
て
負
傷
兵
に
助
け
を
与
え
た
」
、
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
の
冨
・
の
国
門
戸
ω
問問。
zc
国
の
め
の
℃
↓
-
Y
円-
h
F

吋印
l

品、ミ

(
却
)
「
労
働
栄
誉
勲
章
」
は
、
一
つ
の
企
業
・
組
織
・
コ
ル
ホ
ー
ズ
・

ソ
フ
ホ
ー
ズ
に
お
い
て
長
年
に
わ
た
っ
て
自
己
犠
牲
的
な
生
産
効

率
の
高
い
労
働
を
お
こ
な
っ
て
き
た
、
工
業
・
運
輸
・
建
設
部
門

の
労
働
者
お
よ
び
こ
れ
ら
の
部
門
の
生
産
の
マ
ス
タ
ー

5
3
3、コ

ル
ホ
ー
ズ
員
、
農
業
生
産
労
働
者
に
授
与
さ
れ
る
勲
章
で
あ
る
。

労
働
栄
誉
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
勲
等
に
か
か
わ
ら
ず
、

住
居
を
第
一
順
位
で
供
与
さ
れ
る
権
利
の
ほ
か
に
、
年
金
一
五
パ

ー
セ
ン
ト
の
ア
ッ
プ
、
興
行
企
業
・
公
共
生
活
企
業
・
文
化

l
啓

蒙
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
を
優
先
的
に
う
け
る
、
等
の
特
典
を
享
有
す

る
。
の
冨
・
の
図
。
同
ω
白岡
O
E
C
国
の
の
の
℃
・
J

『・「円
-
A
F

印日
i
l
h

片山由・

(
幻
)
「
『
軍
務
報
国
』
勲
章
」
は
、
栄
誉
勲
章
と
同
様
に
軍
事
上
の
高

い
功
績
に
対
し
て
授
与
さ
れ
る
。
栄
誉
勲
章
と
異
な
る
点
は
、
受

勲
者
が
軍
人
に
限
ら
れ
ず
、
軍
勤
務
者
全
般
に
及
ぶ
点
で
あ
る
。

受
勲
者
の
特
典
は
、
労
働
栄
誉
勲
章
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

の
戸
の
回
C

同
ω
白R
C
E
C
固
め
の
の
℃
4

・]ケ門・品、下山内刊日・

(
羽
)
病
気
の
リ
ス
ト
は
、
一
九
八
三
年
三
月
二
八
日
付
連
邦
保
健
省

令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
進
行
性
結
核
、
重

症
の
精
神
分
裂
病
、
そ
う
う
つ
病
、
て
ん
か
ん
、
老
人
性
痴
呆
症
、

北法37(3・91)353
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四
肢
に
重
度
の
障
害
を
伴
う
中
枢
神
経
系
統
の
組
織
障
害
、
願
病
、

等
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
o
h
z
-
《
切
5
』
』
巾
叶
巾
Z
E
-
-
E
白
星
回
-
-
E
H
白
問

4
2

遺
書
国
門
、
『
内
百
円
↓
由
Z
出
合
同
c
z
q
田
の
の
め
℃
》
戸
市
山
市
出
a
z
o
-
戸
内
・
ム
叶
・

(
却
)
身
体
障
害
者
に
は
、
第
一
級
か
ら
第
三
級
ま
で
等
級
が
あ
る
。

第
一
級
は
、
自
分
自
身
の
身
の
ま
わ
り
の
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に

介
護
、
看
護
が
必
要
な
身
体
障
害
者
を
さ
す
。
第
二
級
は
、
恒
常

的
な
介
護
、
看
護
の
必
要
は
な
い
が
、
労
働
能
力
は
な
い
身
体
障

害
者
、
お
よ
び
特
別
に
つ
く
ら
れ
た
条
件
(
労
働
時
間
の
短
縮
、

常
時
医
師
が
監
護
す
る
、
等
の
条
件
)
で
の
み
一
定
の
労
働
が
可

能
な
身
体
障
害
者
を
さ
す
。
第
三
級
は
、
第
一
、
第
二
と
異
な
り

労
働
不
能
は
含
ま
な
い
が
、
慢
性
病
ま
た
は
解
剖
学
的
欠
陥
の
た

め
に
著
し
く
労
働
能
力
が
低
下
し
た
状
態
の
身
体
障
害
者
と
さ
れ

て
い
る
。
(
U
Z
・
の
2
H
Z
E
r
z
c
巾
c
m
町
内
口
町
』
巾
Z
Z
巾
Z
円
、
『
【
福
岡
C
国
白
=
z
巾
固

め
の
の
℃
凸
由
。
ョ
-
Z
R
Z
C
3
8
↓
z
z
z
E
岡
田
岡
・
3
F
去
二
昌
一
-
少
門
田
h
F

問
中

仏
日
甲
・

(
却
)
生
産
分
野
と
さ
れ
る
の
は
、
工
業
、
農
業
、
林
業
、
運
輸
、
建

設
、
地
下
資
源
試
掘
、
水
産
業
、
通
信
、
商
業
、
公
共
給
食
、
物

質
的

1
技
術
的
供
給
販
売
を
さ
す
。
非
生
産
分
野
と
さ
れ
る
の
は
、

保
健
、
体
育
、
社
会
保
障
、
教
育
、
文
化
、
芸
術
、
科
学
、
信
用
、

住
宅
公
共
経
営
、
生
活
上
の
サ
|
ヴ
ィ
ス
供
給
、
行
政
、
等
で
あ

る
。
の
戸
〉
出
回
古
Z
白
Z
C
E
E
・
E
・
-
ロ
巾
古
田
。
。
」
m
H
V
巾
」
H
E
C
巾

口甘

2
。
門
司
回
目
=
巾
Z
E
巾
民
=
』
E
H
=
c
z
g
H
F
m
=
z
p
《
の
「
z
口
γ
呂
∞
印
岨
z
c
・

5
〔
』
即
日

R
r
E吉
田
Z
C
Z
(
忌
∞
印
)
)
・
門
誌
・

第
一
順
位
権
を
与
え
る
誠
実
労
働
の
期
間
は
、
ロ
シ
ア
共
和
国

の
場
合
、
当
該
企
業
の
労
働
組
合
委
員
会
と
管
理
当
局
の
労
働
協

約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則
お
)
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和

国
の
規
則
で
は
、
当
該
企
業
の
労
働
集
団
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い

は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
と
当
該
企
業
の
労
働
組
合
の
共
同

決
定
に
よ
っ
て
、
二

O
年
を
下
回
ら
な
い
期
間
で
定
め
ら
れ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。
の
宮
司
白
Z
V
宍
ク
門
・
印
(
)
・

(
幻
)
「
母
親
英
雄
」
称
号
は
、
一

O
人
以
上
の
子
を
産
み
育
て
た
母

親
に
対
し
て
、
最
後
の
子
が
満
一
歳
に
な
り
、
残
り
九
人
の
子
が

生
存
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
与
え
ら
れ
る
。
の
z
-
の
目
。
両
足
E
z
c
z

の
の
の
司
↓
・

-e門・
4

印印・

(
m
M
)

「
子
だ
く
さ
ん
の
家
族
」
と
さ
れ
る
た
め
の
子
ど
も
の
人
数
は
、

出
生
率
の
相
違
か
ら
共
和
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。

三
人
以
上
と
定
め
る
共
和
国
|
|
ロ
シ
ア
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
、
ェ

ス
ト
ニ
ア
、
ラ
卜
ヴ
ィ
ア

四
人
以
上
ー
ー
ー
カ
ザ
フ
、
リ
ト
ワ
ニ
ア
、
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン

五
人
以
上
|
|
ア
ル
メ
ニ
ア
、
キ
ル
ギ
ス
、
ト
ル
ク
メ
ン
、
タ
ジ

均
ノ

北法37(3・92)354

の
冨
・
〉
ロ
』
司
目
白
Z
C
E
(
呂
∞
印
)
咽
門
印
申
・

(
犯
)
「
家
族
」
が
第
一
順
位
権
の
享
有
主
体
と
な
る
。
「
双
生
児
が
誕

生
し
た
家
族
」
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
家
族
」

と
は
住
宅
法
上
観
念
さ
れ
る
家
族
、
す
な
わ
ち
、
共
同
で
居
住
す

る
両
親
と
そ
の
子
ど
も
で
あ
る
(
次
章
参
照
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

「
『
母
親
英
雄
』
を
授
与
さ
れ
た
母
親
」
の
場
合
の
第
一
順
位
権
享

有
者
は
、
家
族
で
は
な
く
、
母
親
自
身
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

彼
女
は
自
分
の
一

O
人
以
上
の
子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る
必
要
は

な
い
。
の
冨
・
、
H
，

s-
出
タ
門
・
由
。

(M)

の冨
-
h
阿国
E
E
e
-
』
ア
叱
同
国
ω'
円ca--
門・口
ω
・

(
お
)
の
C
E回目』
E

2

0
凸巾門口
2
2
E巾
Z
円、『冨吉田
Ezzm
固
め
の
め
匂
い

()由。
E
E
R
E
E雪国国
Z
E
H
突
き
F
呂田・

5
3・円・
ω
ま

(
お
)
〈
い
口
の
め
の
℃
.
呂
町
印
.
Z
0
・
AH.s・N
N

(
幻
)
民
国
口
出
EEG-av司
自
由
国
司
白
血
o
g
弓
c
e
2
5
8
F
V
A
-
-
昌
司
九
-
H
H
H

・

(
叩
却
)
一
二
条
三
項
に
、
「
〔
住
居
供
与
の
〕
順
番
を
待
っ
て
い
る
当
該

企
業
・
組
織
・
施
設
に
お
い
て
勤
続
年
数
の
長
い
生
産
の
先
進
分

子
、
労
働
者
、
職
員
に
は
、
居
住
面
積
を
優
先
的
に
受
け
と
る
権

利
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

(
却
)
勾
白
E
R
o
e
-
hア

V
1
R
8・
2
4
J
門・

Ha

(
判
)
己
z
g
国問
ZZ

∞
-
E
よ
旬
回
以
「
。
↓
E

口
。
。
由
巾
門
口
2
2
5
5
出

E
』。出

ロ』
D
E
E
V
5
門
巾
呂
町
由
民
呂
田
斗
ZZ吉
田
℃
S
E
E
Y
《
の
「
z
ロy
昌一-印・

2
山
口
〔
』
田
口
巾
巾
ン
辺
国
4G
田山内
EZ(
呂吋印)〕咽門・

5A凶・

(
H
H
)

目白門

E

5目「
J

一句岡田
ω
-
g
f
門・

5
・

(
位
)
〈
モ
ス
ク
ワ
〉
に
具
体
的
規
定
が
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
後
註
(
K
M
)

参
照
。

(
日
)
の
Z
「
古
田
白
血
出
。
回
∞
・
口

-
C
門出。回
Z
門C
E
2門問。「
C
V
R
E
Z
E
Z
C「己

ω
E
5
5』白寸巾
P

2
田
E
W
V
A
-
E∞ω
場内・

ω申・

(
H
H
)

の冨・、
H
，
g
由民巾・

(
日
)
〈
モ
ス
ク
ワ

3
〉
。
〈
モ
ス
ク
ワ
〉
は
優
先
的
に
住
居
が
供
与
さ

れ
る
他
の
市
民
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
住
居
保
障
期
間

を
定
め
て
い
る
。

軍
事
上
の
義
務
遂
行
に
際
し
て
死
亡
し
た
軍
勤
務
者
の
家
族
1
1
1

登
録
後
四
五
年
経
過
後
(
モ
ス
ク
ワ

3
)

勤
労
生
活
お
よ
び
社
会
生
活
に
お
い
て
積
極
的
に
自
ら
の
能
力
を

発
揮
し
、
寸
共
同
住
居
し
に
居
住
し
、
一
人
あ
た
り
居
住
面
積
七
平

方
米
未
満
の
大
祖
国
戦
争
参
加
者
1
|
登
録
後
五
六
年
経
過
後

(同
5
)

共
同
住
居
に
居
住
し
て
い
る
大
祖
国
戦
争
参
加
者
で
あ
っ
た
独
身

女
性
1

1
登
録
後
二
|
三
年
経
過
後
(
同
6
)

独
立
の
住
居
が
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
一
人
あ
た
り
の
居
住
面
積
七

平
方
米
未
満
で
、
一
六
歳
未
満
の
子
ど
も
が
五
人
以
上
い
る
家
族

|
|
登
録
後
一
年
経
過
後
同
じ
く
子
ど
も
が
四
人
い
る
家
族

|
|
登
録
後
二
|
三
年
経
過
後
同
じ
く
子
ど
も
が
三
人
い
る

家
族
|
|
登
録
後
四
|
五
年
経
過
後
(
同
8
)

第
一
級
身
体
障
害
者
|
|
登
録
後
一
ニ
ー
ー
四
年
経
過
後
(
同
・
日
)

結
核
患
者
|
|
登
録
後
二
三
年
経
過
後
(
同
右
)

第
二
級
身
体
障
害
者
お
よ
び
精
神
病
そ
の
他
の
所
定
の
病
気
擢
患

者
|
|
登
録
後
、
治
療
施
設
が
勧
告
す
る
期
間
経
過
後
(
同
右
)

(
必
)
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
と
国
境
を
接
す
る
黒
海
沿
岸
の
、
ロ
シ
ア
共

ク
ラ
イ

和
国
の
一
道
。

(
灯
)
欠
同

E
S
E
-
M「
R
8・
2
4
・・門・∞吋・
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(
特
)
次
の
よ
う
な
読
み
方
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
一
般
登
録
リ
ス
ト

に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
民
A
と
第
一
順
位
権
者
用
リ
ス
ト
に
登
録

さ
れ
て
い
る
市
民
B
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ト
で
同
順
位
に
い
る

と
仮
定
す
る
。
た
と
え
ば
A
が
一
般
登
録
リ
ス
ト
で
五
番
、

B
も

第
一
順
位
権
者
用
リ
ス
ト
で
五
番
と
仮
定
す
る
。
そ
の
際
、

A
の

登
録
経
過
期
間
の
四
分
の
一
の
期
間
、

B
が
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、

そ
の
時
点
で

B
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
、
と
い
う
読
み
方
で
あ
る
。

A
の
登
録
経
過
期
間
を

α
、
B
の
そ
れ
を

β
と
し
、
そ
の
時
点
か

ら
B
に
住
宅
が
供
与
さ
れ
る
ま
で
の
期
聞
を

x
と
お
く
と
、

を
満
た
す
X

に
β
を
加
え
た
期
間
が
、

B
が
登
録
さ
れ
て
か
ら

B

に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
刊
)
前
註
(
必
)
の
読
み
方
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は

出
て
こ
な
い
。
(
必
)
の
読
み
方
は
、
一
般
被
登
録
市
民
に
は
、
住

居
供
与
保
障
期
聞
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
に
成
り
立

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
叩
)
同
〈
可
Z
E
E
-
M「
同

8
・
8
f
門
司
・

(
日
)
〈
モ
ス
ク
ワ
〉
は
、
八
二
年
決
定
よ
り
も
さ
ら
に
細
か
く
優
先

関
係
を
定
め
て
い
る
。
本
節
註
(
日
)
参
照
。

(
臼
)
の
冨
〉

E
E白E
C
国(邑∞印)唱門・

2
・
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
の
冨
・

町
内
V

己出
Z
P
M「
EugnFw
門・
ω
吋・

b
s
h同

~wott~町九十

河魚川
R
H

九凡守

北法37(3・94)356

(日

)
ω
巾巾・。・

ω・
-
O
R巾
・
め
c
t
t
N
h
h制
定
」

(
ロ
。
吋
巳
円
。
円
}
M
F
S∞
印
)
噌
沼
田
広
0・

(
臼
)
六
カ
月
間
を
こ
え
る
自
由
剥
奪
刑
を
宣
告
さ
れ
執
行
さ
れ
る
と
、

執
行
の
時
点
で
固
有
住
宅
の
住
居
利
用
権
は
消
滅
す
る
(
ロ
住
削
・

2)。

(
日
)
高
等
教
育
、
中
等
専
門
教
育
を
修
了
し
た
者
を
さ
し
、
最
低
三

年
聞
は
身
に
つ
け
た
技
術
・
技
能
に
応
じ
て
労
働
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
(
の
沼
・
の
富
市
斗
門
岡
田
町

2
5
5
2
2王
宮
E
町内旬。回白百
r
-
V
A
-
-

]{坦∞
A
F

門・∞
N

]

{

)

。

(
部
)
ソ
連
で
は
、
一
九
六

0
年
代
ま
で
は
、
二

O
O
O年
拡
一
ι
官
五

0
0
0万
の
人
口
に
達
す
る
と
い
う
見
通
し
を
立
て
て
い
た
が
、

六
0
年
代
後
半
か
ら
の
出
生
率
の
協
同
に
よ
り
ニ

O
O
O年
の
人

口
予
測
を
三
億
一

0
0
0万
に
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
対
し
ソ
連
の
指
導
者
た
ち
は
、
適
切
な
人
口
増
加
策

(閃

d
)

を
と
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

(回

a
)

エ
レ

l
ヌ
・
カ
レ
ー
ル

1
ダ
ン
コ

l
ス
(
高
橋
武
智
訳
)

『
崩
壊
し
た
帝
国
|
|
ソ
連
に
お
け
る
諸
民
族
の
反
乱
|
l』
新

評
論
、
一
九
八
一
年
、
一
一
五
頁
参
照
。

(同

b
)

《∞巾
3
E
R
2白4
E
G
Z
E
Y
E吋ω
・
2
0・
ロ
・
門
・
誌
に
よ
れ

ば
、
一
九
六

O
年
以
降
の
出
生
率
(
人
口
一

O
O
O人
あ
た
り
の

出
生
人
数
)
は
、
六

O
年
二
四
・
九
、
六
五
年
一
八
・
四
、
六
六

年
一
八
・
二
、
六
七
年
一
七
・
三
、
六
八
年
一
七
・
二
、
六
九
年

一
七
・

0
、
七

O
年
一
七
・
回
、
七
一
年
一
七
・
八
、
七
二
年
一



ソヒeエト市民の住宅に対する権利 (2)

七
・
八
と
な
っ
て
い
る
。

(珂
C
)

ダ
ン
コ

l
ス
、
前
掲
、
一
一
五
頁
。
叶
害
訴
巾
お
よ
び

Z
8
2
5巾

認
話
回

2
E
の
の
の
℃
w

H

S

吟
J
Z
J
呂
田
・
門
・
お
に
よ
れ
ば
、
ソ
連

の
人
口
の
自
然
増
加
率
(
出
生
率
マ
イ
ナ
ス
死
亡
率
)
は
七

0
年

代
一
貫
し
て
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
傾
向
が
続
く

と
仮
定
す
る
と
、
二

O
O
O年
に
三
億
一

O
O
O万
人
に
達
す
る

と
い
う
見
通
し
も
極
め
て
あ
や
う
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
八

0
年
代
に
入
り
、
自
然
増
加
率
は
や
や
上
が
っ
て
い
る
。

八
O
年
か
ら
八
五
年
ま
で
の
自
然
増
加
率
を
平
均
す
る
と
約
八
・

七
に
な
る
。
。
=
・
叶
富
民
巾
・
仮
に
こ
の
数
値
が
維
持
さ
れ
る
と
す

る
と
、
一
九
九
九
年
に
三
億
一

0
0
0万
に
到
達
す
る
。

(日
d
)

ダ
ン
コ

l
ス
、
前
掲
、
一
一
六
頁
参
照
。

(
訂
)
の
冨
・
己
曲
目
』
Rce-NH
ア
叱
R
8
・
2
4よ門・
5
司

(
回
)
「
基
本
建
設
に
か
ん
す
る
契
約
手
続
規
則
L

(

の
口
の
の
の
℃
・

5
弓・

Z
0・M
・
2
・H
H
)

第
五
三
一
条
参
照
。

(
回
)
〈
モ
ス
ク
ワ
印
〉
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
住
宅
利
用
管
理
署
に
よ
る

通
知
は
、
住
居
が
明
け
渡
さ
れ
て
か
ら
三
日
以
内
に
行
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
的
)
の
z-ω
雪
国
4
5

∞J
M
宍
Z
』Z
E
E
C
巾

ω
回R
c
z
c
h
白
4
2
r門叶国
0

・

《の
C

国角川、
F
H
Z
白百
C

同国
E

H

同内ロヨ
a
E
4
0
国Vv
・
-hxwkfZ
同
少
門
喧
印
'

(
飢
)
の
玄
・
・
辺
国
」
『
C

回目
Z
Z
(
呂∞印)・門
-
h
H
m
w
-

(
臼
)
本
章
が
扱
っ
て
い
る
住
居
利
用
権
の
取
得
、
す
な
わ
ち
居
住
条

件
改
善
必
要
者
と
し
て
の
登
録
を
経
由
し
て
後
に
利
用
権
が
取
得

さ
れ
る
場
合
|
|
住
居
利
用
権
が
い
わ
ば
原
始
的
に
取
得
さ
れ
る

場
合
|
|
は
、
か
な
り
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
原
因
に
よ
り
固
有
住
宅
か
ら

立
退
か
さ
れ
た
際
に
「
他
の
住
居
」
が
供
与
さ
れ
る
場
合
(
立
退

に
は
寸
他
の
設
備
の
整
っ
た
住
居
」
の
供
与
が
伴
う
の
が
原
則
で

あ
り
、
た
ん
に
「
他
の
住
居
」
が
供
与
さ
れ
る
場
合
に
は
一
定
の

制
裁
的
意
味
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
独
立
の
フ
ラ
ッ
ト
が
供
与

さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
|
|
詳
し
く
は
三
章
二
節
)

が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
、
実
務
上
、
独
立
の
フ
ラ
ッ
ト
が
供

与
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
の
云
・

切白門
=
F
M
H
R
8
・
2
占

J
門田ロ

(
臼
)
こ
の
よ
う
な
決
定
は
検
察
官
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
。
の
Z
・↓
Z
2
0戸

叱岡田
ω
円。』よ門
-
E

(
臼
)
の
z・4
白富民巾・

(臼

)
2
8
4
5国
王
国
・
切
J

V
穴
E
Z
E
E
-
巾
ω
白
5
5包
足
』
「

2
国C
国内田

2
巾

問。国内
J
「

Z
叶吋民
E
O
Z
E
L
H
E
C
百
F
《の「
z
口
y
5
3・
Z
巾

H
H

・円-一可
A
F

・

(伺

)
(
U
Z
-
s
c
e令
市
。
の
・
・
(
)
自
国
U

白思』

r
2回巾
Z
Z
R
a
s
o
-
-
A
J
5
3・

円

'ωωN'

(
門
別
)
の
冨
・
、
H
，
g
由民巾・

(
伺
)
の
冨
・
吋
血
事
由
民
ク
門
・

ωωω

(
印
)
子
ど
も
め
通
っ
て
い
る
ピ
ア
ノ
学
校
が
遠
く
な
る
と
い
う
理
由

で
三

D
K
の
新
築
フ
ラ
ッ
ト
の
供
与
を
拒
絶
し
た
り
、
間
取
り
が

気
に
入
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
供
与
を
拒
絶
す
る
、
と
い
う
事
例

北法37(3・95)357
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が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
が
『
今
日
の
ソ
連
邦
』
に
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
テ
ヴ
ド
ル
「
い
つ
住
宅
不
足
は
解
決
す

る
か
」
『
今
日
の
ソ
連
邦
』
一
九
七
九
年
九
月
一
五
日
号
参
照
。

(
叩
)
の
冨
-
E
c
e
e
p
v「岡田
ω
-
g
f
門・
ωωω

提
出
期
間
は
地
域
に
よ
り

異
な
り
、
早
い
地
域
で
三
日
、
お
そ
い
地
域
で
一

O
日
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
期
間
は
厳
密
に
は
「
入

居
す
る
権
利
」
の
除
斥
期
間
で
あ
る
が
、
実
務
に
お
い
て
は
そ
の

よ
う
に
厳
格
に
は
扱
わ
れ
て
お
ら
ず
、
通
常
は
、
こ
の
期
間
を
経

過
し
て
も
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
し
か
る
べ
き
部
局
か
ら

警
告
が
行
な
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
の
三

、『
D
』

2
0戸
可
R
E
U
・門司戸・門
-
N
日・

第
二
節

企
業
住
宅
の
場
合

企
業
住
宅
の
利
用
権
取
得
手
続
は
、
基
本
的
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の

場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
じ
て
の
登

録
、
供
与
者
リ
ス
ト
の
作
成
、
供
与
決
定
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会

に
よ
る
入
居
許
可
証
の
交
付
、
住
宅
利
用
管
理
署
と
の
住
居
賃
貸
借
契
約

の
締
結
、
入
居
と
い
う
手
続
を
踏
む
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
企
業
住
宅

の
利
用
権
取
得
手
続
を
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
そ
れ
と
の
ち
が
い
に
着

目
し
つ
つ
、
解
説
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
登
録
か
ら
入
居
へ
い
た
る
一
連
の
過
程
を
通
じ
て
地
方
ソ
ビ
エ

ト
住
宅
の
場
合
と
基
本
的
に
異
な
る
点
を
二
つ
指
摘
し
、
各
手
続
を
詳
説

し
た
い
。

~~i去37 (3・96)358

第
一
に
、
企
業
住
宅
の
場
合
、
登
録
さ
れ
、
後
に
住
居
利
用
権
を
取
得

す
る
者
は
、
当
該
企
業
と
労
働
関
係
の
あ
る
労
働
者
・
職
員
、
お
よ
び
当

該
企
業
で
働
い
て
い
た
が
、
退
職
し
て
年
金
生
活
に
入
っ
た
者
に
原
則
と

し
て
限
ら
れ
出
。

第
二
に
、
各
手
続
に
お
け
る
決
定
機
関
の
相
違
で
あ
る
。
地
方
ソ
ビ
エ

ト
住
宅
の
場
合
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
社
会
的
委
員
会
の
参
加

と
監
督
の
も
と
に
各
手
続
を
終
結
す
る
決
定
を
下
す
の
に
対
し
、
企
業
住

宅
の
場
合
は
、
企
業
の
管
理
当
局
と
労
働
組
合
委
員
会
が
共
同
で
決
定
を

下
す
。付

登
録
手
続

一
企
業
住
宅
の
場
合
も
、
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
登
録
さ
れ
る

こ
と
は
、
住
居
利
用
権
を
取
得
す
る
た
め
の
必
須
要
件
で
あ
る
。
た
だ
し
、

登
録
が
行
な
わ
れ
る
場
所
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
で
は
な
く
、

企
業
で
あ
る
。

企
業
に
お
い
て
登
録
が
な
さ
れ
る
の
は
、
企
業
あ
る
い
は
省
庁
が
現
に

住
宅
を
有
し
て
い
る
か
、
出
資
参
加
あ
る
い
は
企
業
フ
ォ
ン
ド
に
よ
り
企



業
が
住
宅
を
建
設
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
宅
を
有
さ

ず
、
建
設
も
お
こ
な
わ
な
い
企
業
の
労
働
者
・
職
員
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト

執
行
委
員
会
に
お
い
て
登
録
さ
れ
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
在
宅
の
利
用
権
を
取

得
す
る
こ
と
に
な
る
。
企
業
住
宅
の
住
居
利
用
権
取
得
の
た
め
に
登
録
さ

れ
う
る
当
該
企
業
の
労
働
者
は
、
自
己
の
希
望
に
よ
り
企
業
に
登
録
を
求

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

め
な
い
で
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
お
り
る
登
録
を
求
め
る
こ
と
も

で
き
る
(
基
礎
四
・

2
)

企
業
住
宅
の
場
合
、
登
録
申
請
を
受
理
し
、
検
討
す
る
の
は
、
当
該
企

業
の
労
働
組
合
委
員
会
の
も
と
に
構
成
さ
れ
る
住
宅

l
生
活
小
委
員
会

室
』
国

E
E
C
-
a
E
S
S
E
5
R
E
で
あ
る
。
住
宅

1
生
活
小
委
員
会
は
労
働

組
合
委
員
会
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
人
数
で
、
労
働
組
合
委
員
会
の
構
成

員
、
労
働
者
、
技
術
者

E
出

2
3
5目
見
阿
否
認
門
富
市
宮
苦
言
異
国
、
職
員

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
。
検
討
の
結
果
、
登
録
申
請
者
を
登
録
す
べ
し
と

判
断
し
た
場
合
、
住
宅

1
生
活
小
委
員
会
は
、
登
録
決
定
に
必
要
な
資
料

を
作
成
し
、
決
定
機
関
で
あ
る
と
こ
ろ
の
企
業
の
管
理
当
局
と
労
働
組
合

委
員
会
に
そ
の
資
料
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
同
委
員
会
に
対
し
、
誰
を

登
録
す
べ
き
か
提
案
す
る
(
ロ
シ
ア
規
則
臼
)
。

提
出
資
料
と
提
案
に
も
と
づ
き
、
管
理
当
局
と
労
働
組
合
委
員
会
が
協

議
し
、
共
同
で
登
録
決
定
を
下
す
(
ロ
シ
ア
規
則
H
・
1
)
。
管
理
当
局
と

労
働
組
合
委
員
会
と
の
聞
に
見
解
の
不
一
致
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
上
級
機
関
の
協
議
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
引
。
な
お
、
一
九
八
三
年
六
月

に
い
わ
ゆ
る
労
働
集
団
法
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
〈
口
、
任
幻
〉

は
「
勤
務
先
に
お
い
て
登
録
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、

労
働
集
団
の
勧
告
を
考
慮
す
る
」
と
定
め
て
い
る
。

以
上
の
過
程
を
経
て
、
企
業
の
被
登
録
者
リ
ス
ト
が
つ
く
ら
れ
る
と
、

企
業
は
リ
ス
ト
の
コ
ピ
ー
を
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
送
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
執
行
委
員
会
は
、
リ
ス
ト
の
中
に
手
続
に
違
反
し
て
登
録

さ
れ
た
市
民
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
登
録
を
再
検
討
さ
せ
る
た
め

に
リ
ス
ト
を
企
業
に
つ
き
返
す
権
限
を
も
っ
て
い
る
(
ロ
シ
ア
規
則
日
・

2
、
日
・

3
)
。

と
こ
ろ
で
、
住
宅
関
係
法
の
文
言
を
み
る
限
り
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅

に
お
け
る
登
録
要
件
と
企
業
住
宅
の
そ
れ
と
の
聞
に
差
異
は
見
出
せ
な
い
。

だ
が
、
現
実
に
は
登
録
要
件
に
差
が
あ
る
と
い
わ
札
説
。
た
と
え
ば
、
経

営
成
績
の
よ
い
企
業
で
は
、
登
録
規
準
面
積
を
一

A
あ
た
り
一

O
平
方
米

未
満
と
定
め
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
と
い
う
。
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住

宅
の
場
合
、
登
録
規
準
面
積
が
五
平
方
米
以
下
(
モ
ス
ク
ワ
日
)
と
定
め

ら
れ
て
い
る
(
こ
の
規
準
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
が
|
|
既

述
|
|
)
の
と
比
較
す
る
と
、
倍
の
ひ
ら
き
が
あ
る
。
こ
の
格
差
が
企
業

の
業
績
の
良
し
悪
し
に
帰
国
し
て
い
る
と
す
る
と
、
企
業
住
宅
と
地
方
ソ

ビ
エ
ト
住
宅
と
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
企
業
住
宅
相
互
間
に
も
差
が
あ
る

北法37(3・97)359
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こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

で
は
、
法
令
の
文
言
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
、
登
録
規
準
面
積
に
お
け

る
こ
の
よ
う
な
差
が
な
ぜ
生
ず
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
綿
密
な
実
態
調
査

な
く
し
て
は
確
答
が
得
ら
れ
な
い
困
難
な
問
題
で
は
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、

全
く
か
素
通
り
。
で
き
る
問
題
と
も
恩
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、

あ
る
程
度
の
危
険
を
覚
悟
の
う
え
で
次
の
三
つ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
行
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
に
は
、
企
業
の
登
録

者
リ
ス
ト
の
中
に
登
録
手
続
に
違
反
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が
含
ま
れ

て
い
た
場
合
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
企
業
に
右
リ
ス
ト
を
再
検

討
さ
せ
る
べ
く
っ
き
返
す
権
限
を
有
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
、

旧
規
則
に
は
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
に
お
け
る

登
録
に
対
す
る
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
監
督
が
、
少
な
く
と
も
従

来
は
、
弱
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
で
あ
る
。
こ
の
見
方
が
、

も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
現
行
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
が
で
き
た
現
在
、
登
録

規
準
面
積
に
お
け
る
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
と
企
業
住
宅
と
の
聞
の
差
は
生

じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
モ
ス
ク
ワ
市
に

お
い
て
は
、
こ
の
説
明
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
〈
モ
ス
ク
ワ

日
・

3
〉
(
一
九
七
六
年
採
択
)
に
は
、
「
企
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
登
録

は
、
地
区
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
L

と
既
に
規
定

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
二
の
可
能
性
と
し
て
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
行

使
す
べ
き
監
督
権
限
を
十
分
に
行
使
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
新
聞
報
道
か
ら
あ
る
程
度
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
八
四
年
九
月
五
日
付
《
イ
ズ
ヴ
ェ
ス
チ
ヤ
》
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執

行
委
員
会
の
監
督
不
十
分
か
ら
、
本
来
権
限
の
な
い
者
が
住
宅
の
分
配
を

行
な
っ
た
り
、
企
業
と
労
働
関
係
の
な
い
者
が
企
業
住
宅
に
入
居
し
た
り
、

登
録
さ
れ
て
い
な
い
市
民
に
住
宅
が
供
与
さ
れ
た
り
、
と
い
っ
た
事
態
が

発
生
し
て
い
る
と
し
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
監
督
権
不
行
使
を

非
難
す
る
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

だ
が
、
企
業
の
登
録
に
対
し
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
現
在
有
す

る
監
督
権
限
を
十
分
に
行
使
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
登
録
規
準
面
積
の
差

は
除
去
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
企
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業
の
被
登
録
者
リ
ス
ト
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
承
認
を
要
す
る

と
し
て
も
、
登
録
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
企
業
で
あ
り
、
企
業
に

お
け
る
審
議
過
程
に
執
行
委
員
会
が
参
加
で
き
る
し
く
み
に
は
な
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
よ
り
望
ま
し
い
居
住
条
件
を
求
め

て
い
る
と
い
う
点
で
企
業
の
労
働
者
集
団
の
利
害
が
一
致
し
て
い
る
と
す

れ
ば
、
企
業
の
側
か
ら
執
行
委
員
会
に
送
ら
れ
る
リ
ス
ト
が
、
被
登
録
者

の
実
際
の
居
住
条
件
を
必
ず
し
も
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

可
能
性
が
あ
る
。
い
わ
ば
企
業
ぐ
る
み
で
虚
偽
の
報
告
を
す
る
こ
と
が
あ

り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
三
の
可
能
性
で
あ
る
。

二
登
録
の
抹
消
に
つ
い
て
は
、
企
業
住
宅
と
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
と
で

は
、
法
律
上
明
ら
か
な
ち
が
い
が
あ
る
。
〈
ロ
住
泣
・

2
〉
四
号
は
次
の
よ

う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
〔
当
該
〕
市
民
が
勤
務
先
に
お
い
て
笠
録
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
そ
の
家
族

構
成
員
の
う
ち
一
人
も
当
該
企
業
・
施
設
・
組
織
で
働
い
て
い
な
い
場
合

に
お
い
て
、
右
市
民
と
当
該
企
業
・
施
設
・
組
織
と
の
労
働
関
係
が
消
滅

し
た
場
合
、
右
市
民
は
登
録
か
ら
抹
消
さ
れ
る
。
た
だ
し
年
金
生
活
に
入

っ
た
た
め
に
退
職
し
た
場
合
は
除
く
。
被
登
録
者
た
る
扶
養
者
が
死
亡
し

た
家
族
に
つ
い
て
は
:
:
:
登
録
か
ら
抹
消
さ
れ
得
な
い
」
。

こ
の
規
定
か
ら
、
企
業
住
宅
に
お
い
て
は
、
住
居
利
用
権
の
取
得
が
、

住
宅
を
供
与
す
る
企
業
と
の
労
働
関
係
の
存
否
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ふ
企
業
の
統
廃
合
あ
る
い
は
転
籍
命
令
に
よ
っ
て

他
の
企
業
に
移
っ
た
労
働
者
、
ま
た
同
一
企
業
に
属
し
な
が
ら
配
転
命
令

に
よ
っ
て
他
の
居
住
地
域
に
移
っ
た
労
働
者
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
が
問

題
と
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、
労
働
者
が
転
籍

あ
る
い
は
配
転
命
令
に
同
意
し
た
場
合
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ソ
ビ
エ
ト

の
労
働
法
で
は
、
労
働
者
の
同
意
の
な
い
転
籍
・
配
転
は
原
則
と
し
て
禁

じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
転
籍
・
配
転
の
場
合
に
つ
い
て
〈
ロ
シ
ア

規
則
却
〉
は
次
の
よ
う
な
一
般
的
規
定
を
置
い
て
い
る
。

「
他
の
地
域
の
労
働
に
移
さ
れ
た
従
業
員
お
よ
び
そ
の
家
族
に
は
、
労
働

契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
条
件
に
し
た
が
っ
て
住
居
が
供
与
さ
れ
る
」
。

そ
こ
で
、
労
働
契
約
と
は
何
か
が
次
に
問
題
に
な
る
。
ロ
シ
ア
共
和
国
労

働
法
典
第
一
五
条
に
よ
れ
ば
、
「
労
働
契
約
と
は
、
勤
労
者
と
企
業
・
施
設
・

組
織
と
の
聞
の
合
意
で
あ
る
。
こ
の
合
意
に
も
と
づ
き
勤
労
者
は
就
業
規

則
に
し
た
が
っ
て
一
定
の
専
門
、
技
能
、
職
務
に
か
ん
し
て
労
働
す
る
義

務
を
負
い
、
他
方
、
企
業
・
施
設
・
組
織
は
勤
労
者
に
賃
金
を
支
払
い
、

労
働
関
係
法
令
、
労
働
協
約
お
よ
び
両
当
事
者
の
協
定
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
労
働
条
件
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

住
居
供
与
を
め
ぐ
る
事
項
は
何
ら
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、

労
働
協
約
の
内
容
を
規
制
す
る
同
法
第
八
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
居
住
条
件

の
改
善
に
か
ん
す
る
、
企
業
の
管
理
当
局
お
よ
び
労
働
組
合
委
員
会
の
義

務
は
協
約
内
容
の
必
須
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
転
籍
・
配

転
の
場
合
の
住
居
の
供
与
は
、
労
働
協
約
|
|
転
籍
の
場
合
は
転
籍
先
の

労
働
協
約

l
lの
定
め
る
条
件
に
し
た
が
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
、
転
籍
・
配
転
に
際
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
住
居

が
供
与
さ
れ
る
か
、
ま
た
こ
の
問
題
に
付
随
し
て
、
転
籍
・
配
転
に
よ
り

従
来
よ
り
も
劣
悪
な
住
居
を
供
与
さ
れ
た
場
合
の
処
置
で
あ
る
と
か
、
転
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籍
・
配
転
命
令
を
受
け
た
労
働
者
が
既
に
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
む

登
録
さ
れ
て
い
て
、
転
籍
・
配
転
先
で
も
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て

登
録
さ
れ
得
る
場
合
、
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
あ
る
い
は
登

録
順
位
は
い
か
に
考
慮
さ
れ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
個
々

の
労
働
協
約
に
あ
た
ら
な
い
限
り
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。以
上
は
ロ
シ
ア
共
和
国
の
場
合
で
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
に
ウ
ク
ラ
イ

ナ
共
和
国
の
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和

国
の
居
住
面
積
分
配
手
続
規
程
(
一
九
六
六
年
採
択
)
に
は
、
既
に
登
録

さ
れ
て
い
る
労
働
者
が
他
の
企
業
に
移
っ
た
場
合
の
処
置
が
具
体
的
に
定

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
企
業
・
施
設
・
組
織
に

お
い
て
居
住
面
積
受
け
取
り
の
た
め
に
登
録
さ
れ
て
い
て
他
の
企
業
・
施

設
・
組
織
の
労
働
に
移
転
し
た
者
は
、
新
し
い
勤
務
先
で
登
録
さ
れ
る
。

な
お
、
当
該
企
業
で
登
録
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
地
域

の
地
方
勤
労
者
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
り
、
従
来
の
勤
務
先

で
の
登
録
さ
れ
た
時
期
を
考
慮
し
て
、
居
住
地
に
お
い
て
登
録
さ
れ
る
。

こ
の
手
続
は
依
願
退
職
し
た
者
、
あ
る
い
は
労
働
規
律
違
反
ま
た
は
犯
罪

を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
者
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
(
同
規
程
第

一
三
条
二
項
)
と
さ
れ
て
い
る
|
|
も
っ
と
も
こ
の
規
定
は
一
九
六
六
年

の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
〈
基
礎
〉
お
よ
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
住

宅
法
典
の
制
定
に
伴
い
修
正
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
|
|
。
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同
供
与
者
リ
ス
ト
の
作
成

地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合
と
同
様
に
、
優
先
的
に
住
宅
の
供
与
を
受

け
得
る
市
民
を
考
慮
し
て
供
与
者
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
る
。

〈
基
礎
却
〉
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
第
一
順
位
権
者
は
、
企
業
住
宅
の
場

合
に
も
同
様
に
第
一
順
位
権
者
で
あ
る
。
ま
た
〈
ロ
シ
ア
規
則
〉
等
に
定

め
ら
れ
た
「
順
番
を
待
た
ず
に
」
住
居
が
供
与
さ
れ
る
者
の
優
遇
も
同
様

で
あ
る
。
だ
が
、
次
の
二
つ
の
点
で
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合
と
異
な

る
。
ま
ず
、
右
の
優
先
権
者
の
ほ
か
に
さ
ら
に
「
若
い
専
門
家
」
が
優
遇

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
住
居
の
供
与
に
お
い
て
不
利
な
取
扱
を
受
け
る
者

が
い
る
。
順
に
見
て
い
こ
う
。

一
「
若
い
専
門
家
」
と
は
、
高
等
教
育
、
中
等
専
門
教
育
を
修
了
し
た

者
で
、
修
得
し
た
技
術
・
技
能
に
応
じ
て
指
定
さ
れ
た
勤
務
地
、
職
場
で

最
低
三
年
間
労
働
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
(
幻
。
〈
ロ
シ
ア
規
則
幻
・

1
〉
は

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
修
士
課
程
、
分
科
主
任
医
師
資
格
取
得
課
程
、
高
等
、
中
等
専
門
学
校
・

職
業
技
術
学
校
を
修
了
し
、
他
の
地
域
で
の
労
働
に
配
属
さ
れ
る
者
、
及

び
そ
の
家
族
構
成
員
に
対
し
て
、
企
業
・
施
設
・
組
織
は
上
記
の
者
の
現

地
到
着
後
、
順
番
を
待
た
せ
る
こ
と
な
く
住
居
を
供
与
す
る
義
務
を
負
う
」
。



若
い
専
門
家
の
こ
の
よ
う
な
優
遇
は
、
二
疋
の
地
域
ま
た
は
一
定
の
産

カ
1
ド
ル

業
部
門
に
専
門
家
や
要
員
を
配
置
、
定
着
さ
せ
る
と
い
う
国
民
経
済
上
の

要
請
に
根
拠
を
置
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
若
い
専
門

家
に
対
す
る
優
遇
は
、
本
人
の
希
望
に
反
し
て
も
指
定
さ
れ
た
地
域
の
指

定
さ
れ
た
企
業
で
最
低
=
一
年
間
働
く
と
い
う
若
い
専
門
家
の
義
務
に
対
応
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す
る
国
家
の
義
務
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
優
遇
の
根
拠
が
国
民
経
済
上
の
要
請
に
あ
る
と
す
る
と
、

若
い
専
門
家
は
ひ
と
り
省
庁
住
宅
だ
け
で
な
く
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
に
お

い
て
も
優
遇
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
省
庁
住
宅
だ
け
で
優
遇

さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
ロ
シ
ア
共
和
国
の
旧
規
則
に

は
な
い
も
の
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
の
居
住
面
積
分
配
規
程
(
一
九
六
六

年
|
|
前
出
)
の
よ
う
に
、
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
と
な
ら
ん
で
若
(
山
)

い
専
門
家
が
一
般
的
に
第
一
順
位
権
者
と
さ
れ
て
い
る
立
法
例
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
〈
基
礎
〉
が
若
い
専
門
家
に
対
し
、
一
般
的
に
は
第
一
順
位

権
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
立
法
例
を
排
し
て
い

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
理
由
は
、
部
門
原
理
と
地
域
原

理
の
調
整
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
固
有
住
宅

の
住
居
供
与
一
般
に
つ
い
て
若
い
専
門
家
に
優
先
権
を
与
え
る
と
す
る
と
、

|
|
国
民
経
済
的
要
請
を
考
慮
し
つ
つ
も
|
|
相
対
的
に
独
自
に
社
会
、

経
済
の
発
展
を
め
ざ
す
地
域
計
画
の
一
環
で
あ
る
と
こ
ろ
の
住
宅
分
配
計

画
が
撹
乱
さ
れ
る
可
能
性
が
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
若
い
専
門
家
の
優
遇
は
省
庁

住
宅
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
若
い
専
門
家
の

中
に
は
、
そ
の
需
要
が
む
し
ろ
地
域
の
方
に
あ
る
者
も
あ
る
で
あ
ろ
う
(
た

と
え
ば
、
医
師
・
教
員
等
)
。
そ
こ
で
さ
ら
に
調
整
が
必
要
と
な
る
が
、
前

節
で
紹
介
し
た
若
い
専
門
家
の
優
遇
(
前
節
目
日
五
で
あ
げ
た
順
番
を
待
た

ず
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
住
居
が
供
与
さ
れ
る
場
合
の
④
〈
ロ
シ
ア
規

則
幻
・

2
〉
)
は
ま
さ
に
こ
の
調
整
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

〈
ロ
シ
ア
規
則
幻
・

2
〉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
若
い
専
門
家
は
い
ず
れ
も

地
域
に
お
け
る
生
活
上
の
諸
々
の
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
者
だ
か
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
も
次
の
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ

ち
、
彼
ら
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
住
居
が
供
与
さ
れ
る
と
い
う
の
は
原

則
で
は
な
く
て
、
原
則
は
あ
く
ま
で
も
省
庁
住
宅
の
住
居
で
あ
り
、
そ
れ

が
な
い
場
合
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
住
居
が
供
与
さ
れ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
こ
に
も
地
域
原
理
と
部
門
原
理
の
調
整
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
次
に
不
利
な
取
扱
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
〈
ロ
住
別
〉
は
次
の
よ
う

に
規
定
し
て
い
る
。

「
勤
務
先
で
登
録
さ
れ
て
い
る
以
下
の
市
民
に
対
し
て
は
、
住
居
の
受
け

取
り
順
位
が
よ
り
お
そ
い
時
期
に
繰
り
の
ば
さ
れ
う
る
。
/
悪
質
な
労
働
規

北法37(3・101)363 
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律
違
反
、
多
飲
行
為

F
E
q図
。
、
無
頼
行
為
、
固
有
財
産
あ
る
い
は
社
会
的

財
産
の
軽
微
な
領
得
、
そ
の
他
の
ソ
連
邦
お
よ
び
ロ
シ
ア
共
和
国
の
法
令

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
違
法
行
為
を
犯
し
た
市
民
。
た
だ
し
、
繰
り
の
べ

を
す
る
際
に
は
、
企
業
、
施
設
、
組
織
の
管
理
局
と
労
働
組
合
委
員
会
の

合
意
が
必
要
で
あ
る
」
。

い
か
な
る
違
法
行
為
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
繰
り
の
べ
が
な
さ
れ
得
る

の
か
に
つ
い
て
は
法
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
労
働
組
合
委
員
会
と
企
業
の
管
理
当
局
と
の
合
意
の
内
容
知
何
に
か

か
っ
て
い
る
。
あ
る
文
献
に
よ
れ
ば
、
労
働
協
約
に
よ
っ
て
こ
の
点
に
つ

き
定
め
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
、
た
と
え
ば
、

社
会
的
秩
序
違
反
(
多
飲
行
為
、
固
有
財
産
・
社
会
的
財
産
窃
盗
、
正
当

理
由
な
き
欠
勤
等
)
を
犯
し
た
労
働
者
は
住
宅
受
け
取
り
順
位
を
二

O
O

番
落
さ
れ
る
、
正
当
理
由
な
き
欠
勤
を
除
く
労
働
規
律
違
反
を
一
年
間
常

習
的
に
犯
し
た
者
は
一

O
O番
落
さ
れ
る
、
工
場
で
の
労
働
を
継
続
す
る

と
い
う
条
件
付
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
は
順
番
待
ち
リ
ス
ト
の
最
後
に
置

か
れ
る
、
と
い
っ
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
(
目
。

〈
ロ
住

M
V
の
定
め
る
住
居
供
与
順
位
繰
り
の
べ
措
置
が
と
ら
れ
得
る

(ロ)

の
は
、
勤
務
先
で
登
録
さ
れ
て
い
る
市
民
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
で
登
録
さ
れ
て
い
る
市
民
は
、
た
と
え

労
働
規
律
違
反
等
の
違
法
行
為
を
犯
し
て
も
供
与
順
位
を
下
げ
ら
れ
た
り
、

供
与
が
延
期
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
〈
基
礎
〉
制
定
前

に
は
、
市
民
が
企
業
で
登
録
さ
れ
て
い
る
か
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会

で
登
録
さ
れ
て
い
る
か
を
問
わ
ず
繰
り
の
べ
措
置
が
と
ら
れ
得
る
と
解
し

得
る
規
定
が
存
在
し
て
い
(
問
。
こ
の
点
で
〈
ロ
住
M
〉
は
、
労
働
規
律
違

反
等
の
違
法
行
為
を
犯
す
こ
と
に
よ
る
繰
り
の
べ
措
置
の
と
ら
れ
得
る
場

合
を
企
業
住
宅
の
場
合
に
限
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働

原
理
と
住
宅
保
障
の
平
等
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
注
意
し
て
お
い

て
よ
い
点
で
あ
ろ
う
。

北法37(3・102)364

団
住
居
供
与
手
続

一
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合
と
同
様
に
、
企
業
が
特
定
の
市
民
を
特

定
の
住
居
に
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
点
|
|
す
な
わ
ち
、

新
築
住
宅
が
企
業
に
引
き
渡
さ
れ
た
時
点
お
よ
び
省
庁
住
宅
に
空
き
フ
ラ

ッ
ト
が
で
き
た
時
点
|
|
で
供
与
手
続
が
開
始
さ
れ
る
。
供
与
の
際
に
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合
と
同
様
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
一
家
族
に
対
し
原
則
と
し
て
一
独
立
の
フ
ラ
ッ
ト
が
供

与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
で
あ
る
と
か
、
当
該
居
住
地
域
の
固
有
住

宅
に
お
い
て
現
に
保
障
さ
れ
て
い
る
平
均
居
住
面
積
以
上
で
居
住
面
積
規

準
以
下
で
供
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
等
の
条
件
は
企
業
住
宅
の
住

居
供
与
に
お
い
て
も
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
〈
基
礎

M
・
1
、
幻
-



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

ー
、
ぉ
・

2
〉
、
〈
ロ
住
初
、

H
U

・
2
〉
、
〈
ロ
シ
ア
規
則
的
出
・

2
〉
)
。
だ
が
、

企
業
な
い
し
省
庁
は
、
建
設
さ
れ
た
住
宅
あ
る
い
は
既
に
存
す
る
住
宅
に

お
い
て
生
じ
た
空
き
フ
ラ
ッ
ト
す
べ
て
に
つ
い
て
、
か
自
ら
の
一
労
働
者
を
入

居
さ
せ
る
権
利
u

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
、
企
業
な
い
し

は
省
庁
と
地
方
ソ
ビ
エ
ト
と
の
聞
の
や
や
複
雑
な
交
通
が
あ
る
。
こ
の
点

は
、
|
|
序
章
で
お
こ
な
っ
た
問
題
整
理
と
の
関
連
で
い
え
ば
|
|
「
企

業
フ
ォ
ン
ド
」
に
よ
る
住
宅
保
障
と
「
社
会
的
消
費
フ
ォ
ン
ド
」
に
よ
る

そ
れ
と
の
か
か
わ
り
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
こ
の
問
題
と
一

定
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
法
独
自
の
問
題
、
す
な
わ

(
凶
)

ち
省
庁
住
宅
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
漸
次
的
移
管
(
基
礎
4
・
3
)
と
い

う
問
題
を
考
え
る
う
え
で
記
憶
し
て
お
い
て
よ
い
点
と
思
わ
れ
る
。
企
業

な
い
し
は
省
庁
と
地
方
ソ
ビ
エ
ト
と
の
関
係
は
、
建
設
態
様
の
ち
が
い
に

よ
り
異
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
建
設
態
様
の
種
類
毎
に
企
業
な
い
し
は
省
庁

が
プ
自
ら
の
労
働
者
を
入
居
さ
せ
る
権
利
」
を
有
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
い
か

に
確
定
さ
れ
る
か
を
確
認
し
た
う
え
で
、
供
与
決
定
の
手
続
を
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

a 

地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
統
ご
注
文
者

に
な
り
、
企
業
の
出
資
参
加
に
よ
り
建
設
さ

れ
た
場
合

」
の
場
合
に
は
、

一
九
七

O
年
九
月
七
日
付
連
邦
大
臣
会
議
決
践
に
よ

り
、
建
設
さ
れ
た
総
居
住
面
積
の
う
ち
最
大
八
%
ま
で
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に

留
保
さ
れ
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
資
参
加
し
た
企
業
が
自
ら
の
労
働
者

を
入
居
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
居
住
面
積
は
総
居
住
面
積
の
最
低
九
二
%

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
地
方
ソ
ビ
エ
ト
は
、
留
保
さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
を
、

①
新
し
い
住
宅
を
建
設
す
る
た
め
に
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
住
宅

か
ら
立
退
か
さ
れ
る
市
民
の
転
居
用
(
六
%
ま
で
て
②
当
該
住
宅
の
維
持
・

管
理
の
た
め
に
直
接
サ

1
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
労
働
者
の
勤
務
用
住
居
(
二

%
ま
で
)
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
こ
で
一
章
で
述
べ
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す

な
わ
ち
、
こ
の

a
の
タ
イ
プ
の
住
宅
は
業
務
管
理
権
の
う
え
か
ら
は
地
方

ソ
ビ
エ
ト
住
宅
に
属
す
る
。
そ
の
た
め
企
業
が
自
ら
の
労
働
者
を
入
居
さ

せ
る
権
利
を
有
す
る
の
は
最
初
の
入
居
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
以
後
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
こ
の
タ
イ
プ
の
住
宅
に
空
き
プ
ラ
ッ

ト
が
で
き
て
も
そ
こ
へ
い
か
な
る
市
民
を
入
居
さ
せ
る
か
を
決
定
す
る
権

(
時
)

限
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
が
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
出
資

参
加
し
た
企
業
に
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が

あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
者
が
空
き
フ
ラ
ッ
ト
に
第
一
番
で
入
居
す
る
(
基

礎
M
・
2
)
。
こ
の
〈
基
礎
担
・

2
〉
と
い
う
規
定
は
、
出
資
参
加
に
対
す

る
企
業
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
損
わ
な
い
た
め
に
企
業
の
利
害
を
考
慮
し

(口)

た
規
定
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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中
央
集
権
的
基
本
投
資
に
よ
り
省
庁
の
た
め

に
住
宅
が
建
設
さ
れ
た
場
合

こ
の
場
合
に
は
、
省
庁
は
新
し
く
建
設
さ
れ
た
家
屋
お
よ
び
建
て
直
さ

れ
た
家
屋
の
全
居
住
面
積
の
う
ち
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
要
請
に
よ
り
、
六

%
ま
で
、
住
宅
建
設
の
た
め
に
土
地
が
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て

取
り
嬢
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
住
宅
か
ら
立
ち
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
市
民
の
転
居
用
に
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
引
き
渡
す
義

(
問
)

務
を
負
う
ほ
か
、
さ
ら
に
一
O
%
を
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
引
き

渡
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

b 一
O
%
引
き
渡
し
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
九
月
二
一
日
付
人
民
委

員
会
議
乱
部
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
決
定
に
よ
れ
ば
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト

執
行
委
員
会
は
、
省
庁
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
を
、
居
住
条
件
の

改
善
を
必
要
と
す
る
復
員
軍
人
、
軍
勤
務
者
の
家
族
、
大
祖
国
戦
争
の
身

体
障
害
者
、
お
よ
び
死
亡
し
た
兵
士
の
家
族
に
供
与
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

て
い
(
出
。
つ
ま
り
、
復
員
軍
人
等
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
は
、
省
庁
か
ら

地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
か
ら
他
の
市
民
に
優
先
し
て

住
居
を
供
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
初
、
こ
の
よ
う
な
優
遇
措
置
は
、
一

時
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
右
四
五
年
決
定
に
し
た
が
っ

て
優
先
的
に
住
居
を
供
与
さ
れ
た
市
民
に
居
住
条
件
改
善
の
必
要
が
後
に

生
じ
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
一
般
市
民
と
同
列
に
取
り
扱
わ
れ
る
(
優
先

的
扱
い
は
う
け
な
い
)
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
一
九
六
五
年
三
月
六
日

(
幻
)

付
ソ
連
邦
大
臣
会
議
決
定
に
よ
り
、
右
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
の
う
ち
、

大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
お
よ
び
死
亡
し
た
兵
士
の
家
族
に
つ
い
て
は
、

四
五
年
決
定
に
し
た
が
っ
て
優
先
的
に
住
居
が
供
与
さ
れ
た
後
に
お
い
て

も
、
居
住
条
件
改
善
の
必
要
が
生
ず
れ
ば
、
そ
の
都
度
住
居
が
優
先
的
に

供
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
(
問
。
つ
ま
り
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
お
よ

び
死
亡
し
た
兵
士
の
家
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
優
遇
措
置
が
一
時
的
な
も

の
で
は
な
く
恒
常
的
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
に
対

す
る
こ
の
よ
う
な
優
遇
措
置
は
、
〈
基
礎
却
〉
に
お
い
て
、
固
有
住
宅
の
住

居
供
与
に
お
け
る
第
一
順
位
権
を
与
え
る
と
い
う
形
で
現
行
住
宅
法
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
前
節
に
お
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
四
五
年
決
定
の
定
め
る
省
庁
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員

会
に
対
す
る
居
住
面
積
引
き
渡
し
義
務
は
、
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者

お
よ
び
死
亡
し
た
兵
士
の
氏
腕
に
対
し
て
恒
常
的
に
か
つ
優
先
的
に
住
居

供
与
を
行
な
う
た
め
の
源
泉
た
る
居
住
面
積
を
確
保
す
る
と
い
う
点
に
そ

の
存
在
意
義
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
省
庁
に
よ
る
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
居
住
面
積
引
き
渡

し
義
務
に
は
、
現
在
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
省
庁
住
宅
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
「
移
管
」
の

ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
が
、
省
庁
住

北法37(3・104)366



宅
を
将
来
的
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
全
面
的
に
移
管
す
る
(
固
有
住
宅
を
地

方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
に
一
本
化
す
る
)
こ
と
が
ソ
連
の
住
宅
政
策
の
ひ
と
つ

の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
〈
基
礎
〉
も
そ
れ
を
受
け
て
そ
の
第
四
条
三
項
に

お
い
て
、
移
管
政
策
に
法
的
根
拠
を
与
え
て
い
(
持
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
だ

け
の
こ
と
か
ら
省
庁
に
よ
る
居
住
面
積
引
き
渡
し
を
「
移
管
L

と
結
び
つ

け
て
理
解
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
が
、
次
の
三
一
つ
の
理
由
か
ら
そ
の
よ

う
に
み
て
よ
い
と
考
え
る
。

第
一
は
、
四
五
年
決
定
に
し
た
が
っ
て
省
庁
か
ら
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
引

き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
に
空
き
フ
ラ
ッ
ト
が
生
じ
た
場
合
(
前
記
四
五
年

決
定
、
前
記
六
五
年
決
定
お
よ
び
八
一
年
決
践
の
予
定
し
た
市
民
が
与
え

ら
れ
た
住
居
を
明
け
渡
し
た
場
合
)
、
そ
こ
へ
い
か
な
る
市
民
を
入
居
さ
せ

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

る
か
の
決
定
権
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

(
羽
)る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
七
一
年
一
月
一
三
日
付
ロ
シ
ア
共
和
国
最
高
裁

判
所
札
聞
を
契
機
と
し
て
全
連
邦
的
に
確
立
さ
れ
た
ル
ー
ル
で
札
問
。
こ

の
よ
う
に
、
省
庁
か
ら
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
に
生

じ
た
空
き
フ
ラ
ッ
ト
に
対
す
る
入
居
者
決
定
権
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委

員
会
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
省
庁
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積

に
つ
い
て
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
が
恒
久
的
に
処
分
権
を
も
つ
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

第
二
は
、
前
段
で
示
し
た
ロ
シ
ア
共
和
国
最
高
裁
判
決
の
出
さ
れ
た
時

期
が
、
省
庁
住
宅
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
移
管
を
さ
ら
に
強
力
に
推
進
せ

よ
と
す
る
ソ
連
邦
共
産
党
中
央
委
員
会
決
定
の
出
さ
れ
た
時
期
と
極
め
て

接
近
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
党
中
央
委
の
決
定
は
七
一
年
三
月
に
出
さ

れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
右
最
高
裁
判
決
に
先
行
し
て
い
る
が
、
党
中
央

の
決
定
が
、
七
一
年
三
月
と
い
う
時
期
に
突
然
出
て
く
る
と
は
考
え
に
く

く
、
お
そ
ら
く
は
党
中
央
の
考
え
方
が
右
判
決
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
は
、
省
庁
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
に
空
き
が
生
じ
た
場
合

そ
こ
へ
の
入
居
者
決
定
権
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
あ
る
と
は
い

え
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
居
住
面
積
を
引
き
渡
し
た
企
業
に
居
住
条

件
の
改
善
を
必
要
と
す
る
労
働
者
が
い
る
場
合
に
は
、
|
|
a
タ
イ
プ
に

お
い
て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
留
保
さ
れ
る
居
住
面
積
中
最
大
八
%
の
場
合
と

同
様
に
|
|
こ
の
労
働
者
が
右
空
き
ス
ペ
ー
ス
に
第
一
番
で
入
居
す
る
権

利
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
(
基
礎

M
・2
)
の
だ
が
、
〈
基
礎
〉
の
こ
の

規
定
は
、
省
庁
住
宅
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
移
管
構
想
と
省
庁
な
い
し
は

企
業
の
利
害
調
整
を
図
っ
た
も
の
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
問
。

つ
ま
り
、
住
宅
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
移
管
さ
れ
て
も
、
自
ら
の
従
業
員
に

住
居
を
供
与
す
る
と
い
う
企
業
の
利
益
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業

な
い
し
は
省
庁
に
移
管
に
応
じ
や
す
く
さ
せ
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
省
庁
か
ら
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
引
き
渡
さ
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れ
た
居
住
面
積
を
め
ぐ
っ
て
生
ず
る
企
業
な
い
し
は
省
庁
と
地
方
ソ
ビ
エ

ト
と
の
法
的
関
係
に
、
将
来
行
な
わ
れ
る
べ
き
全
面
的
移
管
段
階
に
お
け

る
企
業
な
い
し
省
庁
と
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
法
的
関
係
の
、
い
わ
ば
グ
雛
形
。

と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
、
三
点
の
理
由
か
ら
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
居
住
面
積
の
一
O
%
引

き
渡
し
に
は
、
省
庁
住
宅
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
移
管
に
向
け
て
の
ひ
と

つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
省
庁
な
い
し
企
業
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の

居
住
面
積
一
O
%
引
き
渡
し
義
務
を
負
う
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

ま
ず
、
当
該
企
業
に
居
住
条
件
改
善
を
必
要
と
す
る
大
祖
国
戦
争
の
身
体

障
害
者
お
よ
び
死
亡
し
た
兵
士
の
家
族
が
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
に
企
業
が

住
居
を
供
与
す
る
場
合
に
は
、
右
住
居
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に

引
き
渡
さ
れ
る
べ
き
居
住
面
積
に
算
入
さ
札
日
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
部

分
だ
け
企
業
側
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
へ
の
引
き
渡
し
を
免
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
次
の
五
つ
の
場
合
に
は
、
引
き
渡
し
が
そ
も
そ
も

免
除
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
当
該
住
居
が
ソ
連
邦
国
防
省
の
機
関

(

お

)

(

羽

)

{

幻

)

に
属
す
る
場
合
、
②
労
働
参
加
に
よ
り
住
宅
が
建
設
さ
れ
た
場
合
、
③
企

業
フ
ォ
ン
ド
に
よ
り
住
宅
が
建
設
さ
れ
た
場
合
(
次
に
述
べ
る

c
タ
イ
プ
)
、

④
社
会
的
住
宅
フ
ォ
ン
ド
、
⑤
そ
の
他
政
府
決
定
に
よ
り
引
き
渡
し
が
免

(
珂
)

除
さ
れ
る
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
引
き
渡
し
が
免
除
さ
れ
る
。

一
九
七
O
年
九
月
七
日
決
定
お
よ
び
一
九
四
五
年
九
月
一
一
一
日

決
定
に
よ
り
、
省
庁
か
ら
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
一
定
面
積
(
最
大
六
%
プ

ラ
ス
一
O
%
l
最
大
二
ハ
%
)
の
引
き
渡
し
が
完
了
す
る
と
、
省
庁
な
い

し
企
業
が
自
己
の
労
働
者
に
供
与
で
き
る
居
住
面
積
が
確
定
さ
れ
る
。
こ

の
居
住
商
積
に
つ
い
て
は
、
恒
久
的
に
l
|
〈
基
礎

4
・3
〉
に
基
づ
き
、

移
管
に
つ
い
て
い
か
な
る
規
範
が
設
定
さ
れ
る
か
に
よ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
規
範
が
い
ま
だ
定
め
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
i

|

|
省
庁
が
管
理
権
を

有
す
る
。

さ
て
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c 

企
業
フ
ォ
ン
ド
に
よ
り
住
宅
が
建
設
さ
れ
た

場
合

こ
の
場
合
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
企
業
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行

委
員
会
へ
の
居
住
面
積
一
O
%
引
き
渡
し
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
ま

た

a
タ
イ
プ
の
よ
う
に
最
大
八
%
ま
で
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
よ
る
居
住
面

積
の
留
保
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
建
設
さ
れ
た
居
住
面
積
す
べ
て
が
企
業

の
管
理
下
に
お
か
れ
、
当
該
企
業
に
お
い
て
居
住
条
件
改
善
必
要
者
と
し

て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
供
与
売
れ
問
。

二
以
上
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
、
企
業
が
自
ら
の
労
働
者
に
供
与
し
得

る
居
住
面
積
が
確
定
す
る
と
、
供
与
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
も
、
建
設
態
様
の
ち
が
い
が
手
続
に
影
響
を
与
え
る
。

a
、

c
タ

イ
プ
と

b
タ
イ
プ
で
は
異
な
る
。



ソヒ。エト市民の住宅に対する権利 (2)

b
タ
イ
プ
の
場
合
に
は
、
当
該
企
業
の
管
理
当
局
と
労
働
組
合
委
員
会

が
共
同
で
供
与
決
定
を
下
す
(
基
礎
川
土
日
)
。
管
理
当
局
と
労
働
組
合
委

員
会
の
問
に
意
見
の
不
一
致
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
級
機
関

に
よ
っ
て
決
定
が
下
さ
れ
る
(
ロ
シ
ア
規
則
却
)
。
い
ず
れ
に
し
て
も
供
与

決
定
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
基
礎

M
・1
)
。
企
業
の
供
与

決
定
に
対
し
て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
異
議
が
あ
る
場
合
に
は
、

執
行
委
員
会
は
右
供
与
決
定
を
再
検
討
さ
せ
る
べ
く
企
業
に
、
っ
き
返
す

こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
執
行
委
員
会
の
意
見
書
が
添
付
さ
れ
る
。
企
業

側
は
こ
の
意
見
書
を
考
慮
し
つ
つ
再
度
検
討
し
、
再
び
供
与
決
定
を
執
行

委
員
会
に
提
出
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
執
行
委
員
会
が
承
認
で

き
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
級
機
関
(
市
内
区
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委

員
会
対
共
和
国
省
管
轄
企
業
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
市
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員

会
と
共
和
国
の
省
)
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
札
認
。
こ
の
よ
う
な

過
程
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
、
企
業
側
の

決
定
内
容
に
対
し
て
い
か
に
不
満
が
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
裁
量
で
企
業
側

の
決
定
内
容
を
変
更
す
る
(
企
業
の
供
与
者
リ
ス
ト
に
な
い
者
を
リ
ス
ト

に
載
せ
た
り
、
企
業
の
供
与
者
リ
ス
ト
か
ら
特
定
の
者
を
抹
消
し
た
り
す

る
)
こ
と
は
で
き
な
い
(
ロ
シ
ア
規
則

ω
・1
)
。

他
方
、

a
、

c
タ
イ
プ
の
場
合
は
、
当
該
企
業
の
管
理
当
局
と
労
働
組

合
委
員
会
の
共
同
決
定
に
よ
り
供
与
決
定
が
な
さ
れ
る
点
で
は
b
タ
イ
プ

と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
の
決
定
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て

承
認
さ
れ
る
必
要
が
な
く
事
後
通
知
で
足
り
る
点
で
b
タ
イ
プ
と
異
な
る

(
基
礎

M
・1
)
。
し
た
が
っ
て
、

a
、

c
タ
イ
プ
の
場
合
は

b
タ
イ
プ
と

比
べ
適
正
な
住
居
供
与
に
対
す
る
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
監
督
は
よ
り
弱
い
も

の
と
な
る
。

一
方
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
承
認
を
要
し
内
他
方
は
事
後
通

知
で
足
り
る
と
い
う
、

a
、

c
タ
イ
プ
と
b
タ
イ
プ
の
こ
の
ち
が
い
は
、

「
企
業
フ
ォ
ン
ド
」
の
論
理
で
一
応
の
説
明
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り、

a
、

c
タ
イ
プ
の
場
合
、
住
宅
建
設
の
た
め
に
企
業
が
出
資
す
る
資

金
の
源
泉
は
企
業
フ
ォ
ン
ド
で
あ
る
が
、
こ
の
企
業
フ
ォ
ン
ド
と
は
、
企

業
が
企
業
自
身
お
よ
び
自
己
の
労
働
者
の
た
め
に
自
由
に
処
分
す
る
こ
と

の
で
き
る
財
源
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
企
業
フ
ォ
ン
ド
に
よ
り
建
設
さ

れ
た
住
宅
も
ま
た
企
業
の
自
由
な
処
分
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
が
介
入
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

b
タ
イ
プ
の
場
合
に
は
、
住
宅
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建
設
の
財
源
は
中
央
集
権
的
基
本
投
資
で
あ
る
た
め
企
業
フ
ォ
ン
ド
の
論

理
は
働
か
ず
、
し
た
が
っ
て
、

a
、

c
タ
イ
プ
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

マ
令
。

と
こ
ろ
で

a

c
タ
イ
プ
の
場
合
、
住
居
供
与
決
定
が
地
方
ソ
ビ
エ
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ト
執
行
委
員
会
へ
の
事
後
通
知
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今

少
し
考
え
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
後
通
知
で
足
り
る
と
さ

れ
て
い
る
た
め
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
監
督
が
弱
ま

り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
宅
法
が
予
定
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、

住
宅
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
否
定
的
な
現
象
の
生
じ
る
余
地
が
与

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え

ば
、
所
定
の
登
録
手
続
に
し
た
が
っ
て
登
録
者
リ
ス
ト
が
適
法
に
作
成
さ

れ
た
と
し
て
も
、
供
与
の
際
に
登
録
順
位
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
あ
る

い
は
ま
た
居
住
面
積
規
準
(
前
節
目

ω参
照
)
を
こ
え
た
居
住
面
積
の
供

与
が
な
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
起
こ
り
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
本
節
の
登
録
手
続
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
法
令
上
何
ら

根
拠
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
企
業
に
よ
っ
て
は
|
|
と
り
わ
け
業
績
の
よ

い
企
業
に
お
い
て
は
|
|
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
登
録
規
準
面
積
以
上

の
規
準
で
登
録
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
想
起
さ
れ
た
い
。
そ
う

す
る
と
、

a
、
C

タ
イ
プ
の
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
二
重
の
手
続
違
反
、
す

な
わ
ち
登
録
手
続
に
も
違
反
し
供
与
手
続
に
も
違
反
し
た
住
居
供
与
が
な

さ
れ
得
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
登
録
規
準
面
積
以
上
の
面

積
の
住
居
に
居
住
し
て
い
な
が
ら
登
録
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
者
に
対
し
居

住
面
積
規
準
以
上
の
住
居
が
供
与
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
得
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
実
は
多
か
れ
少
な
か
れ
現
実
に
起
こ
っ
て

い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
固
有
住
宅
に
お
け
る
一
人
あ
た
り
の
平
均
居

住
面
積
が
八
平
方
米
前
後
と
推
定
さ
れ
る
今
日
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
ま
だ

か
な
り
の
市
民
が
居
住
面
積
規
準
(
一
人
あ
た
り
一
一
一
平
方
米
)
を
下
回

っ
た
住
居
に
居
住
し
、
ま
た
平
均
居
住
面
積
(
〈
モ
ス
ク
ワ
凶
〉
で
は
一
人

あ
た
り
五
平
方
米
未
満
)
を
こ
え
て
い
る
た
め
に
居
住
条
件
改
善
の
可
能

性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
者
も
か
な
り
い
る
と
考
え
ら
れ
る
今
日
ー

l
、
こ

の
よ
う
な
事
態
は
、
適
正
手
続
の
担
保
あ
る
い
は
平
等
の
観
点
か
ら
検
討

を
要
す
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
章
お
よ
び
終
章
で
二
疋
の
検
討

を
試
み
た
い
。
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回
入
居
許
可
証
の
交
付
、
住
居
賃
貸
借
契
約
の
締
結

企
業
の
供
与
決
定
が
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
承
認
さ

れ
(
前
項
で
示
し
た
b
タ
イ
プ
の
場
合
)
、
あ
る
い
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執

行
委
員
会
に
通
知
さ
れ
る

(a
、
C

タ
イ
プ
の
場
合
)
と
、
入
居
許
可
証

が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
る
。
入
居
許
可
証
交

付
後
の
手
続
は
、
当
該
地
域
に
住
宅
利
用
管
理
署
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
、
住
居
を
供
与
し
た
企
業
自
身
が
賃
貸
人
に
な
る
(
基
礎
Mm

・-)

点
を
除
け
ば
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

(
1
)

〈
ロ
住
川
崎
・

2
〉
に
よ
れ
ば
、
「
ソ
連
邦
お
よ
び
ロ
シ
ア
共
和
国

の
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
企
業
・
施
設
・

組
織
の
労
働
集
団
に
直
接
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
提
供
す
る
、
医
療
業
務

に
従
事
す
る
者
、
文
化
、
教
育
施
設
・
公
共
給
食
企
業
・
そ
の
他

の
企
業
・
施
設
・
組
織
の
従
業
員
は
、
〔
当
該
企
業
・
施
設
・
組
織

に
お
い
て
〕
登
録
さ
れ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
の
は
、

企
業
住
宅
は
あ
る
が
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

地
域
に
お
い
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
の
冨
.
，
『
阿
国
ERoe-
同百二

VNEM-

円。』ニ門・]{吋品・

(2)

〈
ロ
シ
ア
規
則
叩
・

1
〉
。
困
に
、
年
金
受
給
資
格
は
、
@
男
子

で
六

O
歳
、
女
子
で
五
五
歳
に
達
す
る
か
、
ま
た
は
@
男
子
で
二

五
年
以
上
、
女
子
で
二

O
年
以
上
勤
続
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
満

た
せ
ば
発
生
す
る
。
の

Z
E
E
h
E忠
良

忌

包

ZEE-ロ
2
5
2
5出

2
8
8
y
玄よ

5
4品
咽
門
・
同
会
l
N
串∞

(3)

工
場
委
員
会
住
宅

1
生
活
小
委
員
会
規
程
(
一
九
六
三
年
一
二

月
三

O
日
全
連
邦
労
働
組
合
中
央
評
議
会
承
認
)
。
の
戸

民
吉
田
民
国
c
m
s
c
E出
EmC寸
白
口
吉
常
C
5
S唱
P
A
-
-
5
3・円

-z・

(
4
)

の冨・、
H

，D
A
G
D
P
刷、同
8
・
2
」ニ門
-
N
申

(5)

地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
と
企
業
住
宅
の
差
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
国
家
と
法
研
究
所
元
研
究
員
ヴ
ェ
・
パ
ト

ウ
レ
ン
コ
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
依
る
。

(6)

パ
ト
ゥ
レ
ン
コ
氏
は
、
「
こ
の
よ
う
な
格
差
は
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
法

が
か
か
え
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
の
ひ
と
つ
」
と
さ
れ
、
ご
」
の

よ
う
な
不
平
等
が
省
庁
フ
ォ
ン
ド
住
宅
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
移

管
〔
〈
基
礎
4
・
3
〉
〕
の
有
力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘

さ
れ
る
。

(
7
)

「
労
働
立
法
の
基
礎
」
第
二
二
条
。
例
外
的
に
労
働
者
の
同
意

を
要
さ
な
い
場
合
は
、
生
産
上
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
一
ヵ
月
以

内
の
転
籍
・
配
転
、
操
業
停
止
の
場
合
(
こ
の
場
合
も
一
ヵ
月
以

内
)
、
懲
戒
の
一
方
法
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
合
(
こ
の
場
合
は
コ
一

カ
月
以
内
)
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
二
者
の
場
合
に
は
同
一
居
住

地
域
内
で
の
転
籍
・
配
転
に
の
み
、
懲
戒
の
場
合
は
同
一
地
域
か

っ
同
一
企
業
内
で
の
み
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
お
よ
そ
他
の
居
住
地

域
へ
の
転
籍
・
配
転
に
は
同
意
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
の
冨
・

問内

CZ富
巾
司
呂
田
町
悶
ω
白同

CZC』白↓
Z
F
2回日、
c
弓
苫
p
z
-
w
H
申
告
入
品
戸

]
{
ω
0
.
 

(8)

の
冨
・
己
陪
国
同

ge-
与
-
叱

E
ω
-
g
f
門・口
ω
・

(
9
)

指
定
さ
れ
た
職
場
が
修
得
し
た
技
術
、
技
能
に
合
致
し
な
い
場

合
、
「
若
い
専
門
家
」
は
学
校
を
管
轄
す
る
省
庁
の
委
員
会
に
よ
っ

て
他
の
適
切
な
職
場
に
配
置
さ
れ
る
(
高
等
、
中
等
専
門
教
育
施

設
を
修
了
す
る
若
い
専
門
家
の
共
和
国
相
互
間
、
省
庁
相
互
間
の

配
置
に
つ
い
て
の
規
程
第
三
一
条
)
。
の
宮
浜
田
包

EElar-gag

BmC4E
弓
皐
2
5
s・
V
A
-
-

呂
田
.
門
・

5
-

(
川
山
)
の
玄
旬
由
国
同
悶
D
A
T

・』司
-
M
「問白山田円。』
J

門同叶
ω・

(
日
)
同
内
町
民
国
国
m
y
M
「R
S・
円
。
ぷ
唱
門
∞
品
・

(
ロ
)
叶
車
両
挺
巾
・
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研究ノート

(
日
)
た
と
え
ば
、
〈
モ
ス
ク
ワ

uv
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
企
業
・
施
設
・
組
織
(
〔
こ
れ
ら
は
〕
管
理
当
局
と
労
働
組
合
工

場
委
員
会
の
共
同
決
定
に
し
た
が
っ
て
て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委

員
会
は
、
労
働
規
律
違
反
・
計
画
の
不
達
成
・
社
会
的
秩
序
違
反
・

そ
の
他
の
違
法
行
為
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
居
住
面
積
の
供
与
を

よ
り
お
そ
い
時
期
に
延
期
す
る
権
限
を
有
す
る
」
。

(
M
)

〈
基
礎
4
・
3
〉
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
:
:
:
都
市

お
よ
び
都
市
型
集
落
に
あ
る
省
庁
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の
家
屋
は
、
ソ

連
邦
大
臣
会
議
お
よ
び
連
邦
構
成
共
和
国
大
臣
会
議
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
る
手
続
と
期
間
に
地
方
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
に
漸
次
移

管
さ
れ
る
」
。

(
日
)
の
口
の
の
の
℃

-
E叶0
・
Z
0・
5岨
2
・H
N
∞

(
日
)
の

z-ω
富
田
司
出
国
∞
-
w

一提出』
Z
E
E
-
巾
ω白
5
5』旬
2
V
2
田0
・
《
の
g
-

2
Z
Z
8
S
E
r
-
H

』
2

3
白g
国
Y

E
∞少

z
o
p
門
-
室
二
回
白
星
'

R
C』
T

・』目)よ叱悶白一凶・門司』温円
-
N
印
N
A
山・

(
門

U
)

の
昌
・
切
白
門
回
目
旬
。
・
円
に
い
「
門
E
』町田
E
巾
「
陪
唱
曲
目
白
44白出

ω白巨
E4ar』

演出』
E
E
Z
E
H
口
司
包
囲
「
冨
出
〈
』
白
z-
《
の
寸
z
口
Y
E∞N
咽
Z
0・
f
円・

5
・

(

同

日

)

の

Z
目、
H
，C
』

2
0戸
叱

E
ω
-
g
f
円

-E-

(
凹
)
の
富
田
浜
田
』
Z
E
E
D
i
a
s
-
白血出口官
c
e
2
5
ω
g
-
玄

-L申
告
咽
門
戸
∞
由
・

(却
)

(

U

Z

・、H
，
g
由民巾・

(
幻
)
の
Z
・己昌司。田
RZZ(
呂叶印)・門

-EA凶・

(
幻
)
の
口
の
め
の
戸

5
2・
2
0・h
H

・
2
・N
N

(
幻
)
の
玄
・
己
号
。
国
同
E
Z
(
呂、吋印)噌門・

5
印

(
M
)

「
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
」
の
範
囲
お
よ
び
こ
れ
と
問
視

さ
れ
る
市
民
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
な
ら
び
に
「
死
亡
し
た
兵
士
の
家

族
」
の
範
囲
お
よ
び
そ
れ
と
同
視
さ
れ
る
市
民
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
範

屈
は
漸
次
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
は
前
節
註

(
担
)
参
照
。

(
お
)
の
富
旬
E
h
R
C
門
?
』
百
二
て
問
自

-
g
f
円凶由・

(
出
)
本
節
註

(
H
)
参
照
。

(
幻
)
前
節
註
(
泣
)
参
照
。

(
却
)
の
Z

叶
C
』
門
さ
戸
叱

Eω
・
2
4
二
円
同
∞
呂

(
却
)
《
切
5
』』巾↓巾
Z

ゲ
∞
巾
【
】

H
8
5
3
の
日
と
戸
田
℃
の
@
の
℃
》
〔
泊
田
口
巾
巾
一

《
切
∞
の
同
)
の
⑤
の
同
)
》
〕
・

5
コ-
Z
0・少門・
ωー
ム
こ
の
事
案
は
、

原
告
X
工
場
が
、
四
五
年
決
定
に
し
た
が
っ
て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執

行
委
員
会
に
対
し
て
引
き
渡
し
た
居
住
面
積
に
対
す
る
執
行
委
員

会
の
入
居
者
決
定
権
は
一
回
き
り
で
あ
る
と
い
う
理
白
か
ら
、

v
h

(キ

l
ロ
フ
市
レ

l
ニ
ン
地
区
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
)
に
対
し

L
(四
五
年
決
定
に
し
た
が
っ
て

X
か
ら
止
に
引
き
渡
さ
れ
た
居

住
面
積
に
生
じ
た
空
き
住
居
を
供
与
さ
れ
た
市
民
)
に
交
付
さ
れ

た
入
居
許
可
証
の
無
効
確
認
を
、
巴
に
対
し
立
退
を
求
め
た
も
の

で
あ
る
。
一
審
、
破
棄
審
と
も
請
求
棄
却

l
確
定
。
こ
れ
に
対
し

プ

ロ

テ

ス

ト

ソ
連
邦
検
事
総
長
代
理
が
異
議
申
立
を
し
た
が
、
ロ
シ
ア
共
和
国

最
高
裁
判
所
幹
部
会
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
入
居
者

決
定
権
を
一
回
き
り
と
す
る
根
拠
は
な
い
と
し
て
確
定
判
決
を
維

持
し
た
。
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ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

(
ぬ
)
の
冨
叶
。
』
門
4
0
F
M
1
R
8・
2
4
J
門
呂
一
'
H
H
白Z
』
R
C門
y

h
ア
叱
Eω
・

円

C
岡
山
内
・

ω
∞
ω申・

(
汎
)
《
口
冨

E
C・
0
4
E
苦
言
E
Eご「・

(
詑
)
の
冨
切
白
門
Z

F

M
『
悶

8
・
2EF-
内

回

日

'

(
お
)
居
住
面
積
一

O
%引
き
渡
し
制
度
が
、
現
在
、
有
す
る
二
つ
の

意
味
(
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
優
先
的
住
居
供

与
の
た
め
の
居
住
面
積
確
保
と
い
う
意
味
と
「
移
管
」
へ
の
一
ス

テ
ッ
プ
と
い
う
意
味
)
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
比
重
が
大
き
い
か
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な

る
た
め
に
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
に
空
き
が
生
じ
た
場
合
、

一
般
被
登
録
市
民
(
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
等
以
外
の
市
民
)

が
そ
こ
へ
ど
れ
だ
け
入
居
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
管
見
の
限
り
、
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
①
〈
基
礎
却
〉
に
お
い
て
大
祖
国
戦
争
の
身
体

障
害
者
、
死
亡
し
た
兵
士
の
家
族
が
第
一
順
位
権
者
と
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
彼
ら
が
依
然
相
当
数
存
在
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
こ
と
、
②
彼
ら
と
同
視
さ
れ
る
市
民
の
範
囲
は
漸
次
広
げ
ら

れ
て
き
て
い
る
こ
と
、
③
同
視
さ
れ
得
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
は

大
祖
国
戦
争
に
限
ら
ず
、
「
軍
事
上
の
職
務
遂
行
に
際
し
て
受
け
た

傷
が
原
因
で
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
軍
勤
務
者
」
も
含
ま
れ
て
い

る
か
ら
、
た
と
え
ば
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
軍
事
介
入
に
際
し
て

身
体
障
害
に
な
っ
た
者
も
特
典
亨
有
者
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
省
庁
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
の
中
か
ら
優
先

的
に
住
居
が
供
与
さ
れ
る
市
民
は
必
ず
し
も
時
の
経
過
と
と
も
に

減
少
し
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
こ
と
、
④
七
一
年
の
ロ
シ
ア

共
和
国
最
判
(
本
節
註
(
却
)
)
は
、
省
庁
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
居

住
商
積
に
空
き
が
生
じ
た
場
合
に
そ
こ
へ
い
か
な
る
市
民
を
入
居

さ
せ
る
か
は
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る

が
、
同
時
に
省
庁
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
は
特
定
の
市
民

カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
優
先
供
与
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
地
方

ソ
ビ
エ
ト
は
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
、

等
か
ら
、
一

O
%居
住
面
積
引
き
渡
し
の
意
味
は
、
主
と
し
て
前

者
、
す
な
わ
ち
優
先
権
を
も
っ
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
市
民
の
た

め
の
面
積
確
保
に
あ
る
と
み
る
方
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
根

拠
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

(

M

)

(

U

口
の
め
の
戸
呂
吋
(
}
・

Z
同

5
・
2
】

N
∞

(お
)

(

U

冨
-
H
，。』
2
0
F
V
1
R
8・
2

f
円
弓
・

(
お
)
の
冨
・
、
『
血
富
民
タ
円
円
∞
・

(
幻
)
労
働
参
加
に
よ
る
住
宅
建
設
と
は
、
企
業
の
労
働
者
お
よ
び
そ

の
家
族
が
住
宅
建
設
作
業
に
実
際
に
参
加
す
る
こ
と
で
住
宅
を
建

設
す
る
こ
と
を
さ
す
。
参
加
労
働
者
に
は
、
住
宅
完
成
後
、
労
働

者
と
管
理
当
局
と
の
間
で
事
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
と
建
設
労
働

に
対
す
る
寄
与
度
に
し
た
が
っ
て
住
居
が
分
配
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
し
て
建
設
さ
れ
た
住
宅
は
、
省
庁
フ
ォ
ン
ド
住
宅
の
一
ヴ
ア

リ
ア
ン
ト
を
な
す
。
五

0
年
代
後
半
か
ら
し
ば
ら
く
の
聞
か
な
り

普
及
し
た
建
設
形
態
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
九
五
七
年
七
月
三
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一
日
決
定
|
|
一
章
二
節
参
照
ー
ー
で
は
こ
の
形
態
の
強
化
が
打

ち
出
さ
れ
て
い
る
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
労
働
者
と
い
う
、
い

わ
ば
建
設
の
素
人
が
建
設
に
あ
た
る
た
め
、
住
宅
の
質
が
悪
か
っ

た
り
、
建
設
予
定
期
聞
が
守
ら
れ
な
い
、
等
の
弊
筈
が
あ
り
、
現

在
で
は
こ
の
建
設
方
式
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
わ

れ
る
。
の
Z
・同
4
0
』2
0
戸
匂
岡
田
ω
円。』ニ門・

ω
。ーω品

(
お
)
の
国
C

』
ω管
内
C
出
。
回
の
の
の
℃
J

『・
ω
・門・九日∞・

(
拘
)
の
口
の
の
の

P
E
E
-
2
0・
E
H
N
0・
2
・
5
印・

(ω)
第
一
章
一
節
で
行
な
っ
た
固
有
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の
細
か
い
分
類

に
お
け
る
「
⑥
複
数
の
企
業
か
ら
の
住
宅
建
設
費
を
集
中
さ
せ
、

省
庁
が
統
ご
注
文
者
と
な
っ
て
建
設
さ
れ
た
住
宅
」
は
、
建
設
費

の
す
べ
て
が
企
業
フ
ォ
ン
ド
に
よ
る
場
合
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す

る
。
し
た
が
っ
て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
引
き
渡
さ
れ
る
居
住
面
積
は

ゼ
ロ
で
あ
る
。
し
か
し
、
企
業
フ
ォ
ン
ド
だ
け
で
は
不
十
分
で
、

中
央
集
権
的
基
本
投
資
も
合
わ
せ
て
建
設
さ
れ
た
場
合
に
は
、
全

建
設
費
に
お
け
る
中
央
集
権
的
基
本
投
資
の
占
め
る
割
合
に
応
じ

て
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
一
定
面
積
が
引
き
渡
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
中
央
集
権
的
基
本
投
資
が
五
割
を
し
め
て
い
た
場
合

に
は
、
建
設
さ
れ
た
全
居
住
面
積
の
五
割
の
一
O
%
、
し
た
が
っ

て
五
%
の
居
住
面
積
が
執
行
委
員
会
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
の
冨
・

旬
白
E
R
o
e
-
同
ア

M
N
R
8・
2
ア
門
・

ω
叶・

(
但
)
管
理
当
局
と
労
働
組
合
委
員
会
の
共
同
決
定
に
よ
る
と
い
う
点

は
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
既
に
〈
ロ
民
捌
・

1
〉
あ
る
い
は
「
ロ

¥
 

シ
ア
共
和
国
労
働
法
典
」
第
二
三
O
条
二
項
一
O
号
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。

(
必
)
の
z・、H
，D
』門
4
0
戸

MNEω
・
2
」・・円
-N申・

(
日
)
本
文
前
出
の
《
イ
ズ
ヴ
ェ
ス
チ
ヤ
》
に
は
、
「
都
市
の
組
織
の
指

導
者
の
中
に
は
、
法
令
を
無
視
し
て
、
入
居
許
可
証
も
な
く
大
き

な
フ
ラ
ッ
ト
を
占
有
し
て
い
る
者
が
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。

~tì去37 (3・112)374

補
節

国
防
省
(
等
)

の
居
住
面
積
確
保
と

軍
勤
務
者
へ
の
住
居
供
与

国
防
省
も
一
つ
の
省
で
あ
る
以
上
、
独
自
の
住
宅
フ
ォ
ン
ド
を
有
し

得
る
。
し
か
し
、
国
防
省
が
管
轄
す
る
居
住
面
積
の
確
保
の
さ
れ
方
は
一

般
の
省
庁
フ
ォ
ン
ド
住
宅
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
次
の
三
つ
の
点
で
際
立

っ
た
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

第
一
に
、

一
般
の
省
庁
フ
ォ
ン
ド
住
宅
の
場
合
、
建
設
さ
れ
た
住
宅
の

全
居
住
面
積
の
う
ち
一
O
%
を
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
引
き
渡
す

義
務
を
省
庁
な
い
し
企
業
は
負
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
国
防
省
の
機
関
は

こ
の
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
建
設
さ
れ
た
住
宅
の
全
住
居



ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

面
積
を
国
防
省
の
軍
人
、
職
員
・
労
働
者
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
防
省
に
対
し
認
め
ら
れ
た
こ
の
優
越
的
地
位
は
、
国
防
省
だ
け
で
は
な

く
ソ
連
邦
大
臣
会
議
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
国
家
安
全
委
員
会
穴
「
切

が
管
轄
す
る
、
国
境
警
備
隊
、
な
ら
び
に
内
務
省
が
管
轄
す
る
内
務
保
安

部
隊
に
も
与
え
ら
れ
て
い

(μ
。

第
二
に
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
お
よ
び
国
防
省
以
外
の
省
庁
は
、
自
ら
の
住

宅
フ
ォ
ン
ド
の
一
定
部
分
を
国
防
省
に
引
き
渡
す
義
務
を
負
っ
て
い

(μ
。

つ
ま
り
国
防
省
は
自
ら
の
た
め
に
中
央
集
権
的
基
本
投
資
に
よ
り
建
設
さ

れ
た
住
宅
の
居
住
面
積
の
す
べ
て
を
自
ら
の
処
分
宮
自
呂
田
民

2
5下
に
置

く
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
居
住
面
積
を
も
処
分
下
に
置
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
と
い
え
ど
も
自
ら
の
た

め
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
の
す
べ
て
に
対
し
処
分
権
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
一
般
の
省
庁
は
、
前
節
で
述
べ
た
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
へ

の
居
住
面
積
一
O
%
プ
ラ
ス
最
大
六
%
の
引
き
渡
し
の
う
え
に
さ
ら
に
国

防
省
へ
一
定
面
積
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自

ら
が
処
分
で
き
る
居
住
面
積
の
範
囲
は
さ
ら
に
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
国
防
省
に
引
き
渡
さ
れ
た
居
住
面
積
は
、
恒
久
的
に
国

防
省
管
轄
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
後
に
右
居
住
面
積
が
明
け
渡
さ
れ
た

場
合
で
も
、
そ
こ
に
い
か
な
る
者
を
入
居
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
国
防
省

の
住
宅
管
理
機
関
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
企
業
フ

オ
ン
ド
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
五
年
の
社
会
主

義
的
国
営
生
産
企
業
規
程
に
よ
り
、
全
居
住
面
積
の
処
分
が
企
業
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
の
で
、
企
業
は
国
防
省
へ
の
引
き
渡
し
義
務
を
免
除
さ
れ
て

い
る
。第
三
に
、
将
官
・
佐
官
・
尉
官
ク
ラ
ス
の
軍
勤
務
者
お
よ
び
そ
れ
ら
の

者
の
家
族
が
占
有
す
る
住
居
は
こ
れ
ら
の
者
が
占
有
し
た
時
点
で
、
従
来

こ
の
住
居
を
い
か
な
る
機
関
が
管
轄
し
て
い
た
か
に
拘
ら
ず
、
そ
の
管
轄

は
国
防
省
に
抜
出
。
た
と
え
ば
、
将
校
が
非
軍
勤
務
者
の
女
性
と
結
婚
し
、

女
性
の
居
住
し
て
い
る
住
居
に
入
居
し
た
場
合
に
は
そ
の
住
居
は
国
防
省

の
管
轄
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
一

E
住
居
が
国
防
省
の
管

轄
に
移
る
と
、
そ
の
住
居
か
ら
軍
勤
務
者
が
他
へ
移
り
住
ん
だ
場
合
で
も
、

空
い
た
住
居
に
い
か
な
る
者
を
入
居
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
権
は
国

防
省
側
が
も
っ
。
要
す
る
に
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
お
よ
び
一
般
の
省
庁
は
、

国
防
省
へ
の
引
き
渡
し
の
ほ
か
に
|
|
1
省
庁
の
場
合
は
さ
ら
に
地
方
ソ
ビ

エ
ト
執
行
委
員
会
へ
の
一
O
%
プ
ラ
ス
最
大
六
%
の
引
き
渡
し
が
あ
る
1

ー
さ
ら
に
軍
勤
務
者
の
入
居
と
い
う
偶
然
的
事
情
に
よ
る
国
防
省
へ
の
住

居
の
引
き
渡
し
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
た
記
。

以
上
が
国
防
省
(
等
)
の
居
住
面
積
確
保
に
お
け
る
特
徴
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、
国
防
省
(
等
)
の
住
居
は
、
省
庁
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の
ひ
と
つ
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
居
住
面
積
一

北法37(3・113)375 
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O
%の
引
き
渡
し
を
免
れ
て
い
る
点
で
、
ま
た
他
の
機
関
(
地
方
ソ
ビ
エ

ト
、
一
般
の
省
庁
)
か
ら
居
住
面
積
を
得
ら
れ
る
点
で
、
住
宅
法
上
極
め

て
特
殊
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
軍
勤
務
者
に
対
す
る
住
居
の
供
与
に
つ
い
て
は
、
当
該
軍
勤
務
者
が

軍
管
区
内
に
居
住
し
て
い
る
場
合
と
居
住
地
域
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に

分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な

い
。
と
い
う
の
は
、
〈
基
礎
〉
に
し
ろ
〈
ロ
住
〉
に
し
ろ
お
よ
そ
住
宅
法
令

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
規
制
対
象
は
居
住
地
域
に
存
す
る
住
宅
フ
ォ
ン
ド
の

供
与
、
利
用
、
管
理
で
あ
っ
て
、
軍
管
区
に
お
け
れ
匂
そ
れ
に
つ
い
て
の
言

及
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
管
見
の
限
り
、
軍
管
区
内
部
の
住
宅
が

い
か
に
供
与
、
利
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
触
れ
た
法
令
は
見
当
ら
な
い

l

l
お
そ
ら
く
秘
密
事
項
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ー
ー
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
軍
勤
務
者
が
居
住
地
域
に
居
住
し
て
い
る
場
合

に
限
っ
て
供
与
手
続
を
み
て
い
く
し
か
な
い
。

山
一
口
に
軍
勤
務
者

E
2
5
2
U
3
5
E
5と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、
職

業
的
な
そ
れ
と
徴
兵
に
よ
り
一
時
的
に
軍
勤
務
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
の
そ

れ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
国
防
省
の
住
宅
が
供
与
さ
れ
得
る
の
は
、
前

者
、
す
な
わ
ち
職
業
的
軍
勤
務
者
だ
け
で
札
日
。
一
時
的
な
軍
勤
務
者
に

つ
い
て
は
、
軍
勤
務
者
と
し
て
の
特
徴
は
、
住
宅
供
与
の
局
面
で
は
あ
ら

わ
れ
て
こ
な
い
。
一
般
市
民
と
同
視
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
ソ
ビ
エ

ト
か
ら
住
居
を
供
与
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
徴
兵
前
に
就
職
し
て
い
れ

ば
、
勤
務
先
か
ら
供
与
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
職
業
的
軍
勤
務

者
の
場
合
は
全
く
異
な
る
。
二
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
何
よ
り
重
要
な
点
は
、
職
業
的
軍
勤
務
者
に
は
必
ず
住
居
が
供

与
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は
、
住
居
供
与
の

順
番
を
待
つ
必
要
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
供
与
を
可
能
に
す
る
理
由
は
、

ま
さ
に
本
節
一
で
示
し
た
国
防
省
独
特
の
居
住
面
積
の
確
保
の
し
か
た
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
地

方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
、
省
庁
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
、
国
防
省
へ
の
一

定
面
積
の
引
き
渡
し
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
一
定
面
積
が
ど
の
程
度
の
こ

と
な
の
か
は
、
こ
の
こ
と
を
定
め
た
法
令
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

不
明
と
い
う
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
か
国
防
省
の
必
要
に
応
じ
て
。

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
国
防
省
の
住
宅
フ
ォ
ン
ド
が
、

職
業
的
軍
勤
務
者
に
供
与
す
る
に
不
十
分
な
場
合
、
国
防
省
は
地
方
ソ
ビ

エ
ト
執
行
委
員
会
お
よ
び
省
庁
に
一
定
面
積
の
引
き
渡
し
を
要
請
し
、
.
地

方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
、
省
庁
の
側
は
こ
の
要
請
を
拒
む
こ
と
が
で
き

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
で
も
考

え
な
い
限
り
、
職
業
的
軍
勤
務
者
に
必
ず
住
居
が
供
与
さ
れ
る
こ
と
の
説

明
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
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第
二
の
特
徴
は
、
供
与
の
手
続
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国



防
省
の
住
宅
の
住
居
供
与
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
軍
の
住
宅
管
理
機
関
が

供
与
者
を
決
定
し
、
次
い
で
、
そ
れ
を
部
隊
の
司
令
官
が
承
認
し
、
こ
の

承
認
を
受
け
て
軍
の
住
宅
管
理
機
関
が
入
居
許
可
証
を
交
付
す
る
、
と
い

う
手
続
が
と
ら
札
出
。
一
般
の
省
庁
住
宅
の
場
合
と
比
べ
る
と
次
の
二
つ

の
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
労
働
組
合
の
参
加
が
な
い
こ
と
、

い
ま
ひ
と
つ
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
の
関
与
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と

ソビエト市民の住宅に対する権利 (2)

も
、
省
庁
住
宅
の
場
合
に
も
供
与
決
定
に
対
す
る
地
方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委

員
会
の
承
認
が
不
要
の
場
合
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
地
方
ソ
ビ

エ
ト
執
行
委
員
会
へ
の
供
与
決
定
の
事
後
通
知
と
い
う
、
消
極
的
な
も
の

で
は
あ
る
が
執
行
委
員
会
の
一
定
の
関
与
、
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ

ば
、
や
は
り
特
徴
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω
以
上
は
現
役
の
軍
勤
務
者
の
場
合
で
あ
る
が
、
退
役
あ
る
い
は
予
備

役
と
な
っ
た
軍
勤
務
者
に
対
す
る
住
居
供
与
に
も
特
別
の
定
め
が
あ
る
。

一
九
八
一
年
二
月
一
七
日
に
承
認
さ
れ
た
「
軍
勤
務
者
、
予
備
役
者
、
軍

務
を
退
役
し
た
者
お
よ
び
そ
れ
ら
の
家
族
の
た
め
の
特
典
札
膨
」
第
一
九

条
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

「
年
齢
、
健
康
状
態
ま
た
は
定
員
削
減
に
よ
り
予
備
役
あ
る
い
は
退
役
と

な
っ
た
服
務
年
限
を
こ
え
た
軍
勤
務
者
、
准
尉
、
尉
官
・
佐
官
・
将
官
は
、

地
方
人
民
代
議
員
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
に
よ
り
居
住
面
積
を
(
こ
の
居

住
面
積
が
い
か
な
る
官
庁
に
帰
属
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
|
|
た
だ
し
国

防
省
、
ソ
連
邦
国
家
安
全
委
員
会
、
内
務
保
安
部
隊
に
帰
属
し
て
い
る
居

住
面
積
は
例
外

1
1
)
第
一
順
位
で
、
か
つ
現
行
住
民
登
録
手
続
を
考
慮

し
て
選
ば
れ
た
居
住
場
所
に
到
着
し
た
月
か
ら
三
ヵ
月
以
内
に
保
障
さ
れ

る。
こ
の
際
、
服
務
年
限
を
こ
え
た
軍
勤
務
者
、
准
尉
に
対
す
る
居
住
面
積

の
保
障
は
、
彼
ら
が
暦
年
で
三

O
年
以
上
現
役
軍
務
に
就
い
て
い
た
こ
と

を
条
件
に
前
項
の
手
続
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
る
」
。

こ
の
規
定
の
重
要
性
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
勤
続
二

O
年

以
上
の
准
尉
以
下
の
軍
勤
務
者
、
お
よ
び
勤
続
年
数
に
関
係
な
く
尉
官
・

佐
官
・
将
官
ク
ラ
ス
の
軍
勤
務
者
で
退
役
あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た
者

に
は
、
既
述
〈
基
礎
加
〉
の
列
挙
す
る
第
一
順
位
権
者
(
本
章
第
一
節
口

二
参
照
)
よ
り
も
さ
ら
に
優
先
し
て
住
居
が
供
与
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
モ

ス
ク
ワ
市
の
実
務
に
お
い
て
、
〈
基
礎
却
〉
の
列
挙
す
る
第
一
順
位
権
者
の

う
ち
で
最
も
優
先
度
の
高
い
の
は
大
祖
国
戦
争
の
身
体
障
害
者
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
登
録
後
一
年
以
内
で
あ
っ
た
(
向
上
回
参
照
)
こ
と
を
想

起
す
る
と
、
退
役
あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た
右
軍
勤
務
者
は
極
め
て
優

遇
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
「
特
典
規
程
」
が
あ
る
た
め
に
、
軍

管
区
か
ら
移
転
し
て
く
る
退
役
軍
勤
務
者
を
受
け
入
れ
る
居
住
地
域
の
地

方
ソ
ビ
エ
ト
執
行
委
員
会
は
、
彼
ら
に
優
先
的
に
住
居
を
供
与
す
る
た
め
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研究ノート

に
居
住
面
積
の
確
保
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
地
方
ソ
ビ
エ
ト
住
宅
だ

け
で
こ
の
必
要
に
応
え
ら
れ
る
場
合
に
は
問
題
は
な
い
が
、
応
え
ら
れ
な

い
場
合
に
は
、
地
方
ソ
ビ
エ
ト
は
同
地
域
に
存
す
る
企
業
に
協
力
を
要
請

す
る
こ
と
に
な
る
。
右
規
程
第
一
九
条
の
「
居
住
面
積
が
い
か
な
る
官
庁

に
帰
属
し
て
い
る
か
を
問
わ
ず
」
と
い
う
文
言
の
意
味
は
ま
さ
に
こ
の
点

に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
地
方
ソ
ビ
エ
ト
は
、
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
退
役
あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た
軍
勤
務
者
の
数
お
よ
び
彼
ら
に
早
急

ノ

ル

マ

(

日

)

に
住
居
を
保
障
す
る
必
要
性
を
考
慮
し
て
、
地
方
的
規
準
を
定
め
る
。
企

業
等
が
退
役
あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た
軍
勤
務
者
に
自
ら
の
居
住
面
積

の
う
ち
ど
の
程
度
を
あ
て
る
義
務
を
負
う
か
は
、
地
域
と
時
期
に
よ
り
異

(

同

)

ノ

ル

マ

な
る
が
、
現
在
は
一

O
%以
下
の
割
合
で
地
方
的
規
準
が
定
め
ら
れ
て
い

(η) 

る
と
い
わ
れ
る
。

(
1
)

の冨・、

H，C
』門叶
C

戸
匂
岡
田
ω
円。』ニ門

-H斗
iH∞・

(
2
)
(
U
Z
・
、
『
田
沼
町
R
F
門
-
N
0
・

(3)

の
Z
・己国
40
宮内甲山田(呂吋日
)

w

門・

5
吋・

(
4
)

の
冨
・
、
同
白
富
民
巾
e

(
5
)

の
冨
・
の
口
の
の
の
℃
唱
昌
司
一
w
・
2

0

5

H

N

0

・
2
回
目
印

(
6
)

一
九
三
八
年
一

O
月
一
一
一
日
付
ソ
連
邦
人
民
委
員
会
議
決
定
。

の
戸

ω
E
S
E
-』
白
、
『
巾
』
「
門
↓
開
。
出
RE』
E
Eロ
c
l
目
。
昌
富
一
て
白
血
』
『
国
司
冨

。

さ
福
田
門
吋
国
内
↓

Y
V
A
-
-
H
S
N
L
-
E
T
'
H
H
2
2
E
5
2
2
3・門・
5
4・

(
7
)

の
z
'
H
，白F
由
民
タ
門
同
ω
吋
ll]{ω
∞

(

8

)

(

U

玄
旬
白
百
円
E

出
国
・
国
二
。
』
「
「
0
4
z
c
z
c
m
巾一門口

2
巾
出
国
国
民
E
』。出

ロ』
D
E
E
r
5
E巾国
E
C
門』
M
U
窓
口
同
国
岡
田
」
』
巾
Z
G
国
E
H

門
巾
富
市
戸
《
(
U

「
出
口
Y

E
三
-
Z
0・
5
・門・

5
品・

(9)

の冨
-
b出
寸
。
国
同
国
同
(
呂
吋
印
)
唱
【
J
H
ω

吋

(
叩
)
の
冨
・
叶
田
原
由
民
巾
了
辺
白
百
円
E

F

V
『
Eω
・
2
4
4
門・

5
∞・

(
日
)
(
)
玄
・
、
『
白
旨
民
巾
・

(
口
)
の
口
の
め
の
七

-
E∞
Y
Z
0・ロ・

3
・∞品・

(
日
)
こ
の
規
定
の
内
容
は
、
の
口
の
の
め
可

-
E
2・
Z
0・
ω・
9
5
お

よ
び
の
口
め
の
の
同
)
唱

5
8咽
Z
0・
p
q
-
怠
に
盛
ら
れ
た
内
容
の
再

現
と
い
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
退
役
あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た

一
定
の
軍
勤
務
者
に
対
す
る
優
先
的
住
居
供
与
は
一
九
六

O
年
以

来
の
も
の
で
あ
る
。
八
一
年
に
新
た
な
「
特
典
規
程
L

が
つ
く
ら

れ
た
の
は
、
住
居
供
与
以
外
の
領
域
で
の
特
典
の
修
正
、
お
よ
び

複
数
の
政
府
決
定
で
定
め
ら
れ
て
い
た
特
典
を
一
本
の
「
規
程
」

に
ま
と
め
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

(
H
)

第
一
順
位
権
者
相
互
間
に
さ
ら
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
に
対
し

て
は
学
説
の
批
判
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
(
本
章
第
一
節
目
日

四
)
。
し
か
し
お
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
に
批
判
的
な
学
説
も
、
退
役

あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た
軍
勤
務
者
が
一
般
の
第
一
順
位
権
者

に
優
先
す
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
定
め
る
法
令
、
す
な
わ
ち
八

一
年
の
「
特
典
規
程
」
が
あ
る
の
で
適
法
と
解
し
て
い
る
。
の
冨
・
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同
〈
山
、

E
Z
E
E
-
v、

Eω
円。』・門-∞吋・

(
日
)
の
Z

己
E
4
0
国阿国
Z

(
冨

吋

印

)L・
5φ

(
時
)
六

0
年
代
初
頭
の
ソ
連
軍
の
大
幅
人
員
削
減
の
時
期
は
、
企
業

な
い
し
省
庁
の
新
た
に
建
設
さ
れ
た
居
住
面
積
の
う
ち
、
地
域
に

よ
り
五

1
一
五
%
の
範
囲
で
退
役
あ
る
い
は
予
備
役
と
な
っ
た
軍

勤
務
者
の
居
住
用
に
あ
て
ら
れ
た
。
の
昌
己
号
。
田
岡
田
司
会
当
日
)
唱
門
・
呂
町
・

(
げ
)
の
z-H，
皇
国
内
向
あ
く
ま
で
も
地
方
的
規
準
で
あ
る
か
ら
、
一
九

四
五
年
九
月
二
一
日
決
定
に
よ
る
省
庁
の
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
対
す

る
居
住
面
積
一
O
%
引
き
渡
し
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ノ
ル
マ

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
方
的
規
準
の
た
め
に
、

企
業
な
い
し
省
庁
が
自
ら
の
労
働
者
・
職
員
に
供
与
で
き
る
居
住

面
積
は
さ
ら
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ソヒ守エト市民の住宅に対する権利 (2)
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< Summaries of Contents} 

rIPABO  rPAA且AHCCCP  HA  A I1JII1IllE:  HA  rIPI1MEPE  
rOCY  llAPCTBEHHOrO A I1JII1凹HoroφOH且A (2) 

IO CI1HO.uA‘ 

BBEllEH11E 

r JIABA 1. rrOJIO)KEH11E 06ECITEl.fEHHOCT11 )K11刀011ITJIOlllAllbIO B 

CCCP (TOM 37， N空1)

rJIABA 2. B03H11KHOBEH11E ITPABA HA  )K11JIYIO ITJIOlllA月b

(1) )KHJIble 1I0MelIleHH5I npe且0σaBJI5I旧TC5I rpa削 aHaM，COCT05llIlHM Ha y'leTe 

HylKa岡山HXC5IB yJIy'llIleHHH lKHJIHIUHblX yCJIOBHH， B nOp5l1lKe o'lepe且HOCTH，HCXOll冗 H3

BpeMellH IIPHH5ITH5I HX lIa y明 T. Ho HeKOTopble KaTeropHH rpalKllaH (HIIBaH且blBeJIHKOH 

OTe'leCTBeIlHoII BOHHbl， repoH COBeTcKoro COI03a， JIIIU札口pa且a田町He T5IlKeJIbIMH 

HeKOTopblX 中opMaMH XpOHH'IeCKHX 3a60JIeBaHH詰， H T. 1I.)， COCT05llIlHe Ha y'leTe， 

HClIOJIb3ylOT IIpaBOM Ha 1I0JIy'leHHe耳目JIblXIIOMCIUCHHH B lIepBylO 0可epellb

rpa淑且aHe，IIPHH珂TbleHa yqeT 110 MeCTy pa60Tbl (B OTJIH'IHe OT rpalK且all，COCT05llIlX 

lIa y'leTe HCIIOJIKOMa MeCTlIoro COBeTa) CHHMaIOTC5I C Y'IeTa B CJIy'lae IIpeKpallleHHH 

Tpy且OBblXoTlloweHHH C IIpellllpH5ITHeM， y可pe取且elll1eM，opraHH3aueH. KpoMe Toro， HM 

O'lepellHOCTb Ha 1I0JIy'leHHe lKHJIblX 1I0MelIleHHII MO淑eT 6bITb lIepeHeceHa lIa 60JIee 

1103且IIHeCpOKH 3a 3JIOCTHOe HapywellHe Tpy且OBOH且HCUHIIJIHHbl，IIb5lHCTBO， xyJIHraHCTBO 11 

T.II.. 9TO， Mlle IIpellCTaBJI5IeTCH， 3aCJIy耳目BaeT BHHMaHHe IIpH paCCMaTpeHHH 0 

OTHowellHH llBYX Ha'laJI - lIpHHUHlla pacnpe且eJIeHH5I6JIar 110 Tpy且YH ryMaHHcTH'IeCKoro 

lIpHIIUHlla (HCXOll51 H3 3Ha'lMOCTH lKH‘nHlIla B lKH3HH '1eJIOBeKa). 

(2) )KHJIIIIUHble opraHbl elKero且HO COCTaBJI5IIOT ClIHCKH rpa班且aH， KOTOpblM 

HaMe'laeTC兄lIpe且0口aBJIeHHe lKHJIO員 UJIOIIl且H B TeKYlIleM rO且y. Ha OCIlOBa即日13THX 

CIIHCKOB lKHJIHIUHble OpraHbl pewa回T BOllpOC 0 lIpe且OCTaBJIeHHII lKlIJIblX 1I0MelIleHHII. 

rpa宜且allaM，COCT05llIlHM Ha y'leTe IICIIOJIKOMa MeCTHOrO COBeTa， )在日JIble 1I0MelIleHH5I 

IIpelWCTaBJI5IIOC51 lIO peWeHHIO HClIOJIKOMa. A rpalKllaHaM， COCTO兄IIlHMHa y可eTelIO MeCTe 

pa60Tbl， - 110 COBMeCTlloMy peWeHHIO a且MHHHCTpaUHH H IIpO申COlO3Horo KOMHTera 

lIpe且lIP11 51TII冗 y'lpelKlleHH5I， OpraHH3aUHII， yTBeplKlleHHoMy HcnOJIKOMOM MeCTHOrO 

COBeTa. B CJly'la匁X，KOr且a且OMCTpOHTC5I 3a C'IeT cpe且CTBIIpe且lIpH5ITH首班 opraHH3aUHII 

HJIH C IIpHBJIe可eHHeMB lIOp51且Ke且OJIeBOrOy'lacTH冗 cpe且CTBlIpe且lIpH5ITHHH OpraHH3aUHH， 

- lIO COBMecTHoMy peWeHHIO allMHHHCTpaUHH 11 lIpO中COlO3HoroKOMHTeTa C lIOCJIellylOlIlHM 

業 AClIHpaHTIOpH且H'IeCKOrO中aKyJlbTeTaXOKKaH且oyHHBepcllTeTa 

III 北法37(3・166)438



C006ll¥eHHeM HCllOJIKOMe COOTBeTCTBylOll¥erO COBeTa 0 npe且OCTaBJIeHHH lKHJIbIX 

nOMell¥eHHiI且JIlI3aCeJIeHHlI. 

(3) Ha  OCl即日I1HI1I1 peωeHH冗 o rrpe且OCTaBJIeHH" iKliJlOro nOMell¥eHHlI B 且OMe

rocy且apCTBeHHoro !tOH且a HCnOJIKOM MeCTHoro COBeTa BblilaeT rpa軍且aHHHy op且ep，

KOTOPbliI lIBJIlIeTC兄凹HHCTBeHHbIMOCHOBaHHeM且JIlIBC凹 eHH兄 BnpeilOCTaBJIeHHOe lKHJIOe 

nOMell¥eHHe. OPilep nopOiK且aeT車問Hll¥HOe (rpaiK且aHCKoe) 06113aTeJIbCTBo. IT03TOMY 

npH3HaTb ero HeileiIcTBHTeJIbHbIM MOlKeT TOJIbKO cy且 (ITpo且OJIlKeHHeCJIeilyeT) 
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